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第３回厚生常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成31年３月６日（水）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成31年３月６日（水）午後５時32分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       ２番 大森 進次君   ５番 光成 良充君   ６番 保田  守君 

       ９番 原田 素代君  １３番 福木 京子君  １５番 岡崎 達義君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  倉迫  明君 

      市民生活部長  作本 直美君      保健福祉部長  直原  平君 

              国正 俊治君              黒田 靖之君 
 

              入矢五和夫君              徳光 哲也君 
 

              矢部 恭英君      環 境 課 長  大窄 暢毅君 

      子育て支援課長  戸川 邦彦君      健康増進課長  石原万輝子君 

      介護保険課長  谷名菜穂子君              中永 光一君 

              馬場 弘祥君              稲生真由美君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  奥田 吉男君      主    任  細川 伸也君 

８ 審査又は調査事件について 

       １）議第 ２号 山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場浸出水処理施設解体

撤去工事請負契約の締結について 

       ２）議第 ３号 赤坂環境センター解体撤去工事請負契約の締結について 

       ３）議第 ７号 赤磐市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例（赤磐

市条例第４号） 

       ４）議第 ８号 赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

（赤磐市条例第５号） 

       ５）議第１３号 平成30年度赤磐市一般会計補正予算（第５号） 

       ６）議第１４号 平成30年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

       ７）議第１５号 平成30年度赤磐市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

       ８）議第１６号 平成30年度赤磐市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

赤 坂 支 所 
健康福祉課長 

吉井支所長兼 
市民生活課長 

吉 井 支 所 
健康福祉課長 

赤坂支所長兼 
市民生活課長 

熊 山 支 所 
健康福祉課長 

保健福祉部参与 
兼社会福祉課長 

市民課長 兼 
協働推進課長 

熊山支所長兼 
市民生活部参与兼 
市民生活課長 
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       ９）議第１７号 平成30年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計補正予

算（第３号） 

       10）議第１９号 平成31年度赤磐市一般会計予算 

       11）議第２０号 平成31年度赤磐市国民健康保険特別会計予算 

       12）議第２１号 平成31年度赤磐市後期高齢者医療特別会計予算 

       13）議第２２号 平成31年度赤磐市介護保険特別会計予算 

       14）議第２３号 平成31年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計予算 

       15）請願第２号 「後期高齢者医療の窓口負担の見直しにあたり、原則１割負

担の継続を求める」請願書 

       16）その他 

        ・事業の進捗状況について 

        ・その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        
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              午前10時０分 開会 

○委員長（原田素代君） おはようございます。 

 ただいまから第３回厚生常任委員会を開会いたします。 

 初めに、友實市長の御挨拶をお願いします。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 皆様、改めましておはようございます。 

 本日は年度末を迎え、皆様方大変御多忙の中、第３回の厚生常任委員会をお開きいただきま

して、まことにありがとうございます。 

 本日の審査いただく案件でございますけども、３月の定例市議会に上程させていただいてお

ります議案案件、たくさんございますが、これの審査及び今年度の最終に当たっての事業の進

捗状況、こういったものを審査いただくようになろうかと思います。慎重審査の上、適切なる

御決定をいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございました。 

 それでは、これから委員会の審査に入ります。 

 当委員会に付託された案件は、議第２号山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場浸出水処理

施設解体撤去工事請負契約の締結についてから請願第２号「後期高齢者医療の窓口負担の見直

しにあたり、原則１割負担の継続を求める」請願書までの15件であります。 

 それでは、議第２号山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場浸出水処理施設解体撤去工事請

負契約の締結についてを議題とし、これから審査を行います。 

 執行部からの補足説明はございますか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） それでは、議第２号山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場浸出

水処理施設解体撤去工事請負契約の締結について、環境課のほうから補足説明をさせていただ

きます。 

 以前からの委員会でも御説明させていただいたとおりでございますが、本工事につきまし

て、業者選定に当たっては平成30年10月22日に総合評価特別簡易型一般競争入札条件つきの公

告を行い、岡山県電子入札共同利用システムによりまして、本年１月10日に開札を行い、１月

22日に結果を公表したものでございます。 

 ２企業体からの応募があり、そのうちエヌエス日進株式会社、有限会社伊賀建設特定建設工

事共同企業体が落札したものでございます。 

 金額が１億5,000万円以上でありますので、請負契約の締結について議会の議決をお願いす
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るものでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 以上で説明が終わりました。 

 これは、本会議でもいろいろな方から質疑もありました。皆さんのほうから改めて御質疑が

ありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員（保田 守君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） 出資率が70％と30％とお聞きしたんですけども、この出資率というの

は私ちょっとこういうジョイント工事のこと、詳しくわからないんで、ちょっと説明をいただ

きたいんですけど。70と30、それが後の工事にどういうようにかかわってくるんか。お願いい

たします。 

○委員長（原田素代君） 質問の意味、わかりますか。出資率っていうのは共同企業体の割合

ですよね。 

○委員（保田 守君） 後の工事に出資率の割合が、どういうふうに関係してくるんですか。 

○委員長（原田素代君） という御質問ですが。 

 持ち分率ですね。出資率、ここに質疑のはありますけど、持ち分率って書いてありますけ

ど。まあ出資率とも言うのかな。 

 本会議場で説明されてる分ですが、おわかりになりますか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 出資比率についてのお問い合わせでございます。 

 入札条件につきましては、２社の場合にあっては30％以上、３社の場合にあっては20％以上

をそれぞれの代表者、構成員でということに規定しております。出資比率に関しましては70％

と30％ということでございますが、事業を実施していく中での事業費に対する持ち分率をそれ

ぞれの企業体の中で、企業間で調整して実施をしていただくということと考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） 再質問ですけど、70％の元請の方が70％の工事をして、下請の方が

30％の工事を、この中で全体としたらそういうような、工事としたら区分けになるんですよと

いうようなことですかね。それとは全く違うんですかね。責任は恐らく、行政のほうは代表者

である構成員じゃないほうへお話をして進めていくんだと思うんですけども。行政と業者とい

うことは、行政のほうは代表の方のほうへ、工事が完了してもお支払いすると、その出資比率

に応じて、そこから先は業者の方がこの比率どおりに分けてするというのか。最初から工事の

分担率も分けてやるんですか。 

○委員長（原田素代君） 御説明をお願いします。 
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○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） お答えさせていただきます。 

 出資比率が70％と30％ということでございます。行政のほうとしまして、事前に工事の予定

でありますとかそういうところを打ち合わせしていく中で、基本的には代表者の業者の方と、

実績等もありますし、今までの経験のお話を聞いたりとか、その辺は、現在のところはそうい

う形でさせていただいております。 

○委員長（原田素代君） そういう形を聞いてるんです。どういう形か。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（原田素代君） 友實市長。 

○市長（友實武則君） 少し訂正させていただきます。 

 共同企業体というのは１つの企業体です。その構成するメンバーがＡ社、Ｂ社というふうに

はなっておりますが、あくまで赤磐市としての契約の相手方は共同企業体でございます。その

中の出資比率、例えば請負工事金額が１億円だったとしたら、7,000万円と3,000万円の工事請

負金額を受け取る権利を有すると、そういうふうに考えていただいたら結構かと思います。そ

して、工事の内容によって、分割が困難な工事、分割ができる工事であればそれぞれに発注す

るわけですけども、分割できない工事、一体として施工が望まれる工事については、こういう

ふうな共同企業体で施工するということになります。そして、この出資比率に応じて工事の内

容、これについてそれぞれの役割を分担していただく。そういう中で、一番もとになっている

企業のほうから、普通は現場代理人あるいは主任技術者を出していただいての施工体制をとっ

ていくと、こういうことになろうかと思います。その下に工事体制として、出資比率に応じて

それぞれの企業が参画しての工事主体が構成されるということでございます。あくまでも、こ

の場合であればエヌエス日進さんと伊賀建設さん、それぞれが契約相手方というわけではな

く、共同企業体ＪＶが我々の契約相手というふうに御理解いただけたらと思います。 

○委員長（原田素代君） どうでしょう。 

 保田委員。 

○委員（保田 守君） よくわかりました。 

 また、クレーム等が起きた場合とかというのは、やっぱり行政は代表の方のほうへとりあえ

ず話をして進めていくということですか、違うんですか。ここら辺をちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（原田素代君） 市長。 

○市長（友實武則君） 工事の進行に、あるいはトラブルとか起こったケースでは、あくまで

も共同企業体、これ組織ですから、こちらに取り次いでいって、市のほうは共同企業体に指示

を行っていくと、その指示の相手方が現場代理人であったり主任技術者であったり、そういう
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ことになります。 

○委員（保田 守君） わかりました。 

○委員長（原田素代君） よろしいですか。 

 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） ちょっと補足で説明をお願いしたいんですけど、例えば桜が丘清掃セ

ンター、処分場っていうのは、いろいろな化学的な処分も必要になってくると思うんですけ

ど、その解体工事とそういう化学的なものの処分っていうのは別個になってきますよね、当

然。その場合、エヌエス日進が全部責任を負って、伊賀建設のできない部分はエヌエス日進が

責任を持って処分していくっていうことになるんですか。どうなんですか、そこも。そういう

ことですよね。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 御質問にお答えします。 

 施工実績に関する条件としまして、入札条件の中に、代表者のほうが元請人として廃棄物焼

却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づき、官公庁の実績あるところ

というところで規定をさせていただいております。あくまでも責任とかという問題になりまし

たら共同企業体で受けるというような形にはなろうかとは思いますが、代表者のほうへそのよ

うな実績を求めておりますので、実際の施工についてはそちらのほうになろうかと思います。 

 以上です。 

○委員（岡崎達義君） ありがとうございます。 

○委員長（原田素代君） あとは。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 本会議でも問題になったのは、今回は入札が１者ということで、

そのあたりで入札が99.96％というふうな……。 

○総務課長（原田光治君） それは赤坂、次の分。 

○副委員長（福木京子君） ごめん、ごめん。ちょっと勘違いしました。 

○委員長（原田素代君） 山陽は70％です。 

○副委員長（福木京子君） 済いません、そしたらいいです。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

 今は山陽のほうの解体撤去工事に関することですけど、ほかにはよろしいですか。 

 そしたら副委員長、私のほうから１つ発言させてください。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代いたします。 

              〔委員長交代〕 
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○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 以前、ちょっと確認なんですが、去年の11月２日、ちょうどあかい

わ祭りの日でしたが、この日に北川議員のほうから11月１日の２時ごろ、地元の建設会社２社

から電話があったと。電話の内容が談合情報で、あえて名前は出しませんが、○○建設がとっ

たということで、その地元２社からクレームが来てると、俺のところに、これはどうなってる

んならということを、北川議員から私は聞きました。私以外の議員の方にも皆さんに、このあ

かいわ祭りのときに言ってらっしゃいました。この間のさまざまな談合にかかわる問題があり

ますから、改めて確認しますが、この桜が丘の解体撤去事業に対するそういった北川議員から

の談合ではないかというクレームがあったことについて、市がどのように対応したかを確認さ

せてください。 

○副市長（倉迫 明君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 副市長。 

○副市長（倉迫 明君） その情報がありましたので、公正入札調査委員会のほうで検討をい

たしました。ただ、業者の名前が出ただけで、それはいつ、どこで、誰が、何をしたのかとい

うような具体的な情報が何もありませんでしたので、それは警察とか公正取引委員会とかそう

いうところも、具体的な話がないと、もちろん取り合ってくれないし、うちの調査委員会のほ

うでも何も具体的な話がないということで、その段階では何もなかったと、何もそういう情報

がないので検討のしようがそれ以上はなかったということで。そういううわさのあった業者の

方は、今回は参加はありませんでした。 

○委員長（原田素代君） はい、結構です。 

○副委員長（福木京子君） いいですか、そしたら委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） それじゃあ、この第２号についてはよろしいか。 

 保田委員。 

○委員（保田 守君） この工事をしたら、解体したやつを持ち出さにゃあおえんわけですけ

ど、以前、旧山陽町のときに、平成25年まで焼却場を使うということで、新しいのができるま

で延ばしたときに、いろいろ問題があって、桜が丘地内をパッカー車が通ること自体に、当時

としては相当の抵抗があって、いろいろ業者の方がお話しして進めたという経過があると思う

んです。今回、その持ち出しなんかに対して、恐らく桜が丘の今の道は通って出ることになろ

うかと思いますけど、その辺の地元の人との話し合い、説明というのはされたんでしょうか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 地元への説明につきましては、桜が丘の今回の工事に関しまして

は、現在中島区、それから桜が丘の西１丁目町内会、こちらのほうで事務進捗等御説明をさせ
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ていただいております。現在で、中島で４回、それから桜が丘西で３回行かせていただいてお

ります。先般行かせていただいたときには、議会で議決いただければ本契約ということになり

ますので、それ以降も速やかに、直ちに地元のほうへまた参りまして、具体的な事業の進めに

ついて御説明をさせていただく予定としております。地元のほうから交通の関係の御要望もた

くさんお寄せいただいておりますので、そういったものを加味した仕様にし、またかつ現場管

理等も適正に行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） よろしいですか。 

○委員（保田 守君） よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） そしたら、第２号はよろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、質疑を終わります。 

 続いて、議第３号赤坂環境センター解体撤去工事請負契約の締結についてを議題として審査

を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） それでは、環境課のほうから補足説明をさせていただきます。 

 こちらの案件も、以前から委員会で御説明させていただいておりますが、業者選定に当たっ

ては山陽桜が丘清掃センターと同様に実施しております。 

 こちらは、１企業体からのみの応募でございまして、エヌエス日進株式会社、株式会社東本

建設、株式会社安藤組特定建設工事共同企業体が落札したものでございます。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（原田素代君） 説明が終わりました。 

 御質疑がありましたらお願いします。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木副委員長。 

○副委員長（福木京子君） それでは、本会議でも質疑があった件なんですが、１企業体のみ

だったということで、入札が99.96％というような状況があるんで、そのあたりを何で１者に

したのかとか、いろいろとあったと思うんですが、そのあたりをもう少し説明願いたいと思い

ます。なぜその１企業体のみでしたのか。それから、相当100％に近いような入札で、それで

いってるんか、そのあたりを説明願いたいと思います。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 
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○環境課長（大窄暢毅君） どうして１者入札になって、入札価格がというお話でございま

す。 

 山陽桜が丘センターと比較しますと、赤坂環境センターの場合は大変敷地が狭小でございま

す。そういったことから、大きい重機が入れたり、そういう効率の面で、どうしても小口工そ

ういったもの、手作業による作業であるとか、そういったものが大変多くなるということで考

えております。ですから、価格のほうもちょっと高額になったというふうな考えでございま

す。 

○委員長（原田素代君） 価格のほうが何。 

○環境課長（大窄暢毅君） 高額というか、こういう率で業者のほうも入札せざるを得なかっ

たというようなことと考えております。 

 以上です。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） ただいまの件なんですけれども、福木委員がお聞きになった

ことと若干違う部分が、ちょっとずれがあるかなと思ったところもございますので、補足説明

をさせていただきます。 

 こちら、先ほどの案件と今回の案件はどちらも共同企業体ということで、２者もしくは３者

によるということを入札条件といたしました。条件的には２者または３者と、どちらもいたし

ましたが、結果的に２者及び３者がそれぞれ落札したような状況になっております。片方につ

きましては、金額が多少大きいところがございまして、構成員のランクがＡランクということ

で公募しておりました。こちらの議第３号の赤坂の案件につきましては額の関係から、構成員

のランクづけをＢ以上ということで公募をさせていただいたところでございます。それぞれ各

業者の方々が条件に合うものをいろいろ検討された結果、このような応募になったと考えてお

りますので、こちらの提示した公告の条件は全く同じでございました。ただ、そこのランクづ

けが、構成員に対して金額の関係で、これはどうしてもそういう形になるんですが、山陽のほ

うはＡランク、それから赤坂のほうはＢランクという形で募集をかけたと、そこの違いがこう

いう結果にあらわれたのではないかというところも若干あるかなとは考えております。 

 以上でございます。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 説明でわかりますけれど、そのＢランクにしたとしても入札が１

者だけというのは相当考えないといけないと思うんですが、再度して２者ぐらいになるような

方法というのもあったんではないかと思うんです。その辺は、そういう条件がなかったんです

かね。 
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○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） こちら、一般競争入札でございます。落札されたところが業

者決定という形になりまして、一般的なものと、そこの部分については変わりはないというこ

とでございます。他の入札に関しましても１者でも業者決定となっておりますので、特に問題

はないと考えております。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これは、落札してしまったらそうなんですが、認定こども園のと

きに、入札の関係で、あれはまた今回と違うんですかね。２回、３回いったかな、入札がなか

なかできなかったということで、３回したと思うんですよ。そのときの状況と、今回そういう

場合に、できるだけ入札というのが、100％に近いというのは疑問にも思うわけなんで、その

辺ができなかったのかどうかというのをちょっと知りたいんですよ。落札が１者のみで、１者

だからもうここでするというふうに判断したということがどんなんかなと思うんですが。これ

までの経験上、こども園が最近あったもんで、３回ぐらいされたんで。今回、１回のみでしょ

う。それで、入札が１回で１者でしょう。その辺を教えていただきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） 答弁求めます。 

 副市長。 

○副市長（倉迫 明君） 今回の場合は認定こども園と違って、予定価格の範囲内ということ

で、それは公告どおりの業者が参加して、市としては幅広い参加を求めるということで努力を

した公告内容としておりますが、それに従った入札で、99.96％という点につきましては、そ

れは入札の参加者のほうが見積もりをされた結果でそういう数字になっておるということで、

公告どおりの入札にしておりますので、そのやり直しとかそういうことにはならないというこ

とです。 

○委員（岡崎達義君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 奥歯に物の挟まったような言い方されてますけど、はっきり言うて

99.96％というのは、１万円の物を買おうと思ったら9,996円で落ちましたよということでしょ

う。そんなことがあるんですかと。そういうことがあり得るんですかということを尋ねとるん

ですよ。漏れたんじゃないですかと。はっきりとは言われませんけどね。そういうことを尋ね

てるんですよ。だから、漏れたことがないんだったらないようなことをちゃんと言ってもらわ

ないと。そういう疑惑は拭えないでしょうということを質問されてるわけですよ。余りにも近

過ぎますからね。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 市長。 

○市長（友實武則君） ちょっと暫時休憩入れてほしいんですけども。 
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○委員長（原田素代君） よろしくお願いします。 

              午前10時28分 休憩 

              午前10時40分 再開 

○委員長（原田素代君） 休憩前に引き続きまして再開いたします。 

 これより45分まで５分間休憩といたします。 

              午前10時40分 休憩 

              午前10時45分 再開 

○委員長（原田素代君） 再開させていただきます。 

 先ほどの岡崎委員の質問に対する御答弁をお願いします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 先ほどの岡崎委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 こちらの工事につきましては、10月22日に総合評価特別簡易型一般競争入札条件つき公告を

うたっております。こちらの中で、先ほども申しました、入札参加者の条件ですとか、それか

ら所在地の条件、それから業者格付等々も盛り込んでおりまして、この中に予定価格というこ

とで、こちらのほうでは１億7,765万9,000円を予定価格として示させていただいております。 

 こちらの入札につきましては、岡山県の電子入札共同利用システムによりまして、１月10日

に開札をされているわけでございますが、このシステムを使っているということで、業者は応

札状況等一切知り得ない状況となっておりますので、そのあたりの御理解はお願いいたしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 副市長。 

○副市長（倉迫 明君） 本入札につきましては、地元企業の落札機会を創出するために応募

要件をさまざま検討してきました。安全に、確実に施工を実現し、かつ地元企業に受注を実現

できる応募条件を検討した結果でございます。特に、赤坂については業者格付ランクＢまで拡

大しましたが、企業体を構成することができたのは１団体のみだったということでございま

す。入札は、予定価格を事前公表したことから入札価格が山陽に比べて高い価格になりました

が、工事の要件を満たしながら安全性に十分配慮した工事を進めるよう指導をしていくという

ことでやっていくようにいたします。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員、どうですか。 

○委員（岡崎達義君） よろしいです。ありがとうございました。 

○委員長（原田素代君） 第３号の赤坂のほうの解体撤去工事ですが、その他でよろしいでし

ょうか。もうないですか。 

 １つだけ聞かせてください。 
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○副委員長（福木京子君） 委員長、交代いたします。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 本会議の質疑で下山議員のほうからの質問に対して、ちょっと答弁

が不確定だったように聞こえていて、もう一度ここで確認をさせていただきたいんですが、同

じ業者が赤坂と山陽をおやりになるわけですが、主任技術者の配置について、山陽分と赤坂分

とそれぞれ専任がつくと理解していいのかどうかをお答えください。 

○環境課長（大窄暢毅君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） お答えいたします。 

 主任技術員がそれぞれにつくかということでございます。 

 そちらについては確認をしておりまして、それぞれにつくような体制をとるということで、

市のほうも確認はしたいと思います。それぞれ出ております、実際。 

○副委員長（福木京子君） もう１回、きっちりと。 

○環境課長（大窄暢毅君） 責任者の体制については、そのような形をとるということでござ

います。責任者の体制及びスケジュールについて支障はないということで確認はしております

が、これから具体的に、詳細は現場に合わせて詰めていきたいと考えております。また、事前

に施工体制台帳、こちらのほうも出していただくということで、体制のほうも確認し、また現

場も随時適正にできているかどうかというところも、たびたび赴きまして市のほうも直接管理

をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございました。 

○副委員長（福木京子君） よろしいですか。 

 そしたら、委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） それでは、議第３号については質疑がないようでしたら、これで質

疑を終わります。 

 続きまして、議第７号赤磐市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第

４号）を議題とし、審査を行います。 

 執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 議第７号赤磐市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条

例につきましては、補足説明はございません。議会で報告させていただいた内容でよろしくお

願いいたします。 
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○委員長（原田素代君） 条例ですから、比較表がございますし、皆さんのほうで改めて何か

御質問がありましたらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 続きまして、議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（赤磐市条

例第５号）を議題とし、これから審査を行います。 

 執行部の補足説明をお願いします。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） それでは、環境課から議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設

置及び管理に関する条例について補足説明をさせていただきます。 

 主な条文につきましては、本会議場で説明のとおりとなりますが、本条例制定の背景とポイ

ントについて、改めて御説明をさせていただきます。 

 何度も本委員会で御議論いただいておりましたところでございますが、本市においてもここ

一、二年で急速に太陽光発電設備が設置される状況となり、メガソーラーと呼ばれるものから

住宅地の空き地まで着実にふえてきたところでございます。このような状況の中、市民の方々

からのお声もいただき、本条例策定に至ったわけでございますが、本市の特徴としましては、

やはり第６条、第７条でございます。 

 第６条では、建築物に設置する場合、また協議等の届け出などの手続や抑制区域の適用条項

を除きまして、対象を20キロワット以上の発電出力の設備としたことでございます。当初は他

の自治体の例をもとに、電気事業法で定める高圧と低圧の相違点というのを基準といたしまし

て、50キロワット以上の設備と対象にするものと考えておりましたが、赤磐市の場合の宅地な

どの規模を考慮した上で、20キロワット以上は国が事業者名等を公表もしていることから取り

扱いに不均衡が生じるおそれが少ないということを前提に、また市独自の現地調査において

も、建築物以外の設置に20キロワット未満のものがほとんど確認できなかったといったことか

ら、20キロワット以上としたところでございます。 

 それから、第７条、抑制区域につきましては、一般的な自然環境の保全区域や災害発生が危

惧される区域などに加えまして、本市独自のものとして、第１項第４号、良好な住環境を保全

する必要があることを、具体的に規則において、都市計画法に規定する住居系の用途地域の区

域、第１種低層住居専用地域など８つの用途地域を抑制区域として定め、設定することと考え

ております。 

 市としましては、今後においても設備機器の技術進展や国等の動向を注視しまして、常に問

題性の把握に努めてまいりたいと考えております。何とぞよろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○委員長（原田素代君） 規則については別ですか。 

わかりました。 

 今、第８号の条例の中身についての説明がございました。 

 御意見がありましたらお願いします。 

○委員（岡崎達義君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） １つ質問なんですけれども、質疑の時間に経過措置の２項ですね。第

７条から第13条まで及び第17条第２項１号から３号までの規定は、この条例の施行の日前に着

手する設置事業については適用しないということになってるんですが、今現在でこれに該当す

るような事業はあるんでしょうか。あれば教えてください。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） はい、大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） こちらの附則の第２項の適用除外の規定につきましては、これか

ら設置をしていく事業に対して適用しないということを定めております。現在どこどこ着手し

ているかというところまでは全部把握できませんが、これから着手する事業に対しては適用し

ないということでございますので、届け出の関係でありますとかが基本的には除外をされてい

るということとなっております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） ということは、今現在でこの適用除外になるような事業の把握はでき

てないということなんですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 窓口に計画とかの御相談というのは受けておりますが、着手とい

う行為自体を市のほうとしましては、実際に現場が第三者が見て形状の変更がある、例えばこ

れから工事しますというような看板が設置されるでありますとか準備、区域を区分けするのに

柵を設置するとかでありますとか、現場が実際形状が変更されたと、第三者が見て客観的に変

わったということを着手ということと考えております。そういった意味で、着手というのが現

場を見れば、区域を見ればわかるんですが、そういったような運用にしたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） この条例は、４月１日から施行されますよね。ということは、４月１
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日から条例が適用されるわけですから、今現在工事中っていうのがある程度把握できてない

と、適用除外になるかならないかということはわからないんじゃないですか。きちっとそれを

把握した上で、もしそういう準備があるんだったらちゃんと届け出してくださいよぐらいのこ

とは市として言うべきじゃないかなと思うんですけど、そこはどうですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 届け出等に関しましては、50キロワット以上の設備が対象になる

ということでございます。昨年度から今年度にかけまして、市内の太陽光発電設備、20キロワ

ット以上のものについて、市のほうも現地に赴きまして、手分けをして調査をしております。

そういった情報をまとめながら、再度その辺を確認させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○委員（岡崎達義君） よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） 今まででき上がっとるやつの、この条例で決めたようなことができて

ない、施設が随分あると思うんですけども、そういう施設の持ち主なり企業なり、どういうふ

うな対応で今後やっていかれるのか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 条例の指示に基づきまして、不適正な施設に対してどういう対処

をしていくかということでございます。 

 市のほうとしましては、先ほども言いましたように、調査を継続的にしております。そうい

ったところで、今後指導等はしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） 工事中のということじゃなしに、もう随分前からできてますんで、そ

ういうところの、この条例の網をどういうようにかけるんかなということなんですけど。そこ

ができないと、ちょっとこれから先よりも、今までのが大分やってきとんで、それをかちっと

この条例の中の網の中へ入るように、現在どういう方法で周知するようなことを考えておられ

るのか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） これからの周知方法等々につきましてでございます。 

 周知につきましては、広報紙、それからホームページで、今具体的に考えておりますのは、

ホームページのほうへ市民の方、それから事業者の方、こういう条例が施行されまして、今後



- 16 - 

適正にやっていきましょうというようなお知らせを、現在具体的には考えております。 

 今設置されているものにつきましては、フィット法の事業認定の際に、国の経産省が定めて

おりますガイドライン、こちらに基づいて、基本的には適正にされていると。廃棄方法等も含

めまして適正にされているというようなものと捉えております。今後は市のほうで、この条例

を用いまして直接的に指導等を推進して行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） 今後、いろいろ発表されたら、太陽光設置してない方もいろいろ決ま

りがわかるわけで、うちの前のやつはおかしいんじゃないかというふうな情報が当然こっちの

方へ寄せられると思うんです。そういうときにはどのように対応されるんですかね。迅速にや

っぱり、できれば住民同士がもめるとか、そういうようなことがないような形で指導していく

のがベストだと思うんで、そこら辺、こっちから新しくこういう条例ができましたよというて

お知らせするんも確かにそうなんだけど、今まで困っとる人が来ると思う。クレーム的に思う

人、光がとか、柵がないとか、虫が湧くとかいろんなことがあると思うんです、細かなこと

が。それに対する対応をやっぱりきちっとしてあげにゃあおえんと思うんですよね。そこら辺

はどういうように考えられとんかね。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 不適切な事案につきましては、どうしても民事的な、双方のこと

もあろうかとは思いますが、市としましては、条例に基づきまして、条例に不適切な事案につ

きましては第17条、指導、助言又は勧告、こういったものを用いまして指導等していきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 岡崎委員が聞いた、着手はどの段階かということで、答弁では現

場で形状が変更された時点だということを言われましたわね。それで、赤磐の場合に池なんか

へ業者がこれまで来たりして、まだ実施はされてない段階のところがあると思うんですが、そ

ういう場合、それはきちっとこの条例に当てはまるわけですね。まだ実施はされてない、着手

もされてない。この条例にきちっと当てはまるということですかね。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 御意見のとおりと考えていただいて結構かと思います。 
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 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。 

 それで、この条例についてはいろいろ市民の方の声を聞かれたら、いろんなことで大分直さ

れてきてると思いますので、20キロワット以上というところで、まだまだもっと、10キロとい

うふうな声もあるのはあるんですが、これまで何回も話し合いをされた中で、市のほうとして

も市民の声を聞いた点もあります。あと、これについての規則のところで、これまで委員会に

出された分以外に再度、市のほうとしてこれは書き込んだほうがいいということで直された点

があれば。 

○委員長（原田素代君） その他でやる……。 

○副委員長（福木京子君） その他ですか、それは。 

 そしたらまた、その他でお聞きします。よろしいです。 

○委員長（原田素代君） ほかの委員さんからはよろしいですか。 

○委員（光成良充君） よろしいか。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） 先ほど、保田委員が言われた分に関連してくるとは思うんですけれど

も、今現在設置されているところっていうのはある程度場所等、どういうような状態になって

るかというのは把握はされてると思うんですけれども、そこへ、もし草が刈れてないんで私の

ほうに草が伸びてきてる、困ってるんだとかといって、私のほうにも何度か聞かれたことがあ

るんですけれども、そういう場合の条例に対してかかわってくるっていうのは、この15条や

16条で、それに対して改善ができなかったら17条って今、大窄課長言われたんですけども、そ

の辺を適用できるっていうふうに考えてよろしいんですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 光成委員の質問にお答えします。 

 最終的には指導、助言又は勧告になろうかと思いますが、条例の第４条の、事業者の責務、

こちらの第３項に、事業者は太陽光発電設備及び事業区域の万全な管理を行いなさいというこ

とを規定してございます。この辺の運用に基づきまして適正な、現場等も確認しながら指導等

行っていけたらと考えております。 

 以上です。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） わかりました。今後、これを適用されていくっていうことなんですけ
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れども、先ほど、この条例が施行されるようになると、ホームページや広報紙のほうに皆さん

にお知らせしたいというふうにありましたんですけれども、どのような形で載せられるのかな

っていうのも気になりますし、この条例の部分をそのままホームページに載せられても、市民

の方が見られて、ああこういうことなのねってすぐわからないとは思うんですよ。私もはっき

り言って何回も読み直してもわからない部分がありますので、その辺、以前パブリックコメン

トを求められたときに、書類の中に届け出の手続の流れと書いて、フローチャート図みたいな

のをされてたと思うんですけれども、そういうような形に、わかりやすいものを、太陽光を設

置するにはこういうような形のもんが要るんですよ、設置されてるところはこういうようなこ

とが決まりがありますから、ちゃんとしてくださいねっていうのを、ちゃんとしたものをわか

りやすい、漫画じゃないですけど絵みたいなものでしていただければ、わかりやすくて皆さん

もよく理解ができるかなと思います。その辺のお願いというか、しておきたいなと思います。 

 それと加えて、再度確認なんですけれども、６条の部分で、20キロワット以上というのが決

められていまして、この条例ができることを市民の方からいろいろ聞かれまして、市民の方

は、これについては大変興味を持たれてると思います。20キロワット以上ってどれくらいの規

模なんて聞かれるんですけれども、再度ここで、委員会ではインターネットの中継もされて見

られてる方もいらっしゃると思いますので、ここで20キロワットならどれぐらいの敷地が要る

のか、１キロワットで何平米要ると。大体これぐらいの敷地なら20キロワット以上のものがで

きるんだなというのがわかればと思いますので、その辺の説明を再度お願いしてよろしいです

か。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 光成委員の御質問にお答えします。 

 まず１点目の、広報等の手法につきましては、それこそ他の自治体とかもそういうわかりや

すい形でやっているものがございます。市独自で工夫も加えながら、ちょっとでもわかりやす

いような形をとっていきたいと考えております。 

 それから２点目、どれぐらいの区域面積でどれぐらいの発電出力かなという目安でございま

す。これは、各メーカー、各機器によりましていろいろでございます。条件とかパネルの傾斜

角度、その辺をとっても、必要な面積というのはさまざまでございますが、一定の目安とし

て、前も御説明させていただいたんですが、１キロワットを発電するのに、大体10平米からち

ょっと下と、最大10平米ぐらいと目安として考えていただければよろしいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） よろしいですか。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） ほかには、この件について、よろしいでしょうか。 
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 １つだけちょっと。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） ちょっと頭がわかりにくいなあと思ったの、さっきから問題になっ

ている、附則の第２項、この条例の施行日前に着手する設置事業については適用しない。だか

ら、３月31日までの事業は、この条例は適用外なんですよね。ってことは、１つはさっきから

問題になってる着手というのはどの時点なのか。執行部は、形状の変化だっておっしゃるけ

ど、業者にとってみれば、あらゆる諸手続を済ませてさあこれから工事だっていう段階のとき

は、もう前へ行くしかないわけですよね、業者は。だけど、市の判断は、それが着手ではなく

て、もう工事が始まったら着手だと。ここのタイムラグっていうのはどうなるんだろうかなあ

と。要するに、４月１日の前に駆け込みでやろうと思えば適用されないわけですよね。だけ

ど、今までの説明だと、指導はすると、条例ができたんだから。 

 だから、１つは、まず条例ができたことによって、既にできているさまざまな施設でトラブ

ルがあった場合、この条例の精神で第４条の、全ての管理は業者の責任であるという、これに

基づいて、４月１日以前からできていても、トラブルがあったらこの条例に沿って指導管理を

するんですか、しないんですかって、できるんですか、できないんですかってことですよ。こ

こでは適用しないって書いてあるから。だから、この適用しないという文言と、今後４月１日

以前の事案についても条例があるんだったら、当然この条例に沿って協力しなさいと業者を指

導するだろうと思うんですけど、適用しないとなってるところのこの矛盾。 

 それから、着手というのが全ての書類を提出して、さあ工事だっていうのが着手なのか、工

事が始まって、形が動いたのが着手なのかっていう、そこの点を非常に気になっています。要

するに、駆け込みでやられたときに、いやいやいや、これはもうまだ４月１日前だから別にこ

こにうたわれるさまざまな義務やハードルは別に、フィット法に大まかな部分でクリアしてれ

ばいいんですよとなってしまうのかどうか。そこの厳密さっていうか、もう一度確認が欲しい

んですが、お願いします。 

○環境課長（大窄暢毅君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） お答えします。 

 まず、附則の第２項、適用除外のところでございますが、主に第７条から第13条まで、それ

から第17条第２項１号から第３号までの規定というのは、設置に関する届け出、設置事業につ

いてのことでございます。ですから、今後以降設置する事業というのは、この条例の届け出の

適用、届け出の手続はしてくださいと。施行日以降にするのものが届け出。実際、既存にある

ものについては、改めて届け出の手続は踏まないでよろしいですというような意味と捉えてい



- 20 - 

ただければいいと思います。 

 それから、２点目が、着手の話でございます。着手につきましては、当然準備行為、事業を

さあほんならきょうからこの区域で太陽光発電設備を設置しますというふうなことではないと

思います。それぞれの準備行為、資材の発注であるとか、まず一番初めには事業計画とかもあ

るでしょうけど、そういったことというのが、市のほうが資料をもって確認することができま

せん。それぞれの主体を持ってやられることですので、そういった意味から、第三者から見

て、市も見て客観的に判断できる基準というのはどこかということで考えまして、着手という

のは実際に形状変更が行われるときというふうな解釈で進めていくとしているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ちょっといいですか。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 第７条から13条までという限定なんですけど、第７条は、設置をし

ないようにという抑制区域の条文ですよね。だから、もうつくったものはどないもしようがな

いでしょという意味なのかなと思うんですが、そういうことですよね。抑制区域には行わない

ように協力を求めるわけですから。１日以降は協力を求めるけど、31日まではやったらやった

もん勝ちですねというふうに理解するしかないんですか。もう一度確認を。 

○環境課長（大窄暢毅君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 第７条の抑制区域を除外しているという意味につきましては、現

在、例えば住宅団地とかに既存である設備というのが実際あります。これについて、既存の不

適格というのを条例上そういったものを網をかぶせるというようなことが不適切であるという

ようなことから、今後はつくらないように事業者に協力を求めていくというようなことで定め

ております。ですから、実際既存の不適格性を除くという意味で、そこは除かせていただいて

いるところでございます。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） よろしいか。 

○委員長（原田素代君） 結構です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代です。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） かわりました。 

 その他、もうよろしいでしょうか、皆さんのほうからは。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） なければ、これで質疑を終わります。 
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 続きまして、この議第８号の赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（赤

磐市条例第５号）に対しては、保田委員から修正案が提出されております。 

 ここで暫時休憩として、修正案の配布を求めます。 

              午前11時17分 休憩 

              午前11時19分 再開 

○委員長（原田素代君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

 提出者、保田委員より提出の説明を求めます。 

 保田委員、お願いします。 

○委員（保田 守君） それでは、やっていいですか。 

○委員長（原田素代君） はい、お願いします。 

○委員（保田 守君） 議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例に

対する修正動議。 

 上記の議案に対する修正案を裏面のとおり、赤磐市議会会議規則第101号の規定により提出

します。 

 議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（赤磐市条例第５号）修

正案。 

 議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（赤磐市条例第５号）の

一部を次のように修正する。 

 第６条１項中、20キロワットを10キロワットに改める。 

○委員長（原田素代君） 保田委員よりの説明が終わりました。 

 それでは、ほかの皆さんのほうから修正案に対して質疑がございましたらお願いします。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これ、修正動議に対して質疑ですね。質疑以外聞かれないんです

か。修正動議をここで出されて、あとそれと……。 

○委員長（原田素代君） 採決のときに、それぞれ御意見出していただいていいと思います。

今は質疑です。提案者に対しての質疑です。 

○副委員長（福木京子君） 質疑することはなかなか難しいですね、いいです。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

○委員（保田 守君） 何でという説明はせんでええんですか。 

○委員長（原田素代君） だから、そういう質問が出てほしいわけですよ。なぜ10キロを提案

されてますかと。 

○副委員長（福木京子君） いいですか、そしたら。もう１回、再度ごめんなさい。いいです

言われたんですけど。 
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○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 一応、この条例というのが市民の声を相当聞いたりパブリックコ

メントの意見も聞いて、相当前に厚生委員会でも出て、いろいろ議論してきてここまで来とる

わけですよね。まず、この条例を通すということが一番、私としては大切と思うんですけれ

ど、この分を出されるということは、この条例についてはもう20キロのところが10キロになら

ないと認めないというようなことで出されたんですか。ちょっと、そこのところをお願いしま

す。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） やっぱり20キロでは、私は一人一人の声を聞いた中で、この20キロで

も一生懸命頑張ってつくっていただいたのは非常にようやってくれとると思うんです。ただ、

この中で目的というので、市民の安全並びに地域の社会の調和を図ると一番にうとうとるんで

すよ。だったら、20キロで大体桜が丘のほうを見られても、20キロで大体、今の状態だったら

どうにかこうにかカバーしていますよということなんだと思うんです。ただ、そこを20キロ未

満のもんもあります。ただ、今度は面倒くさいことを省いて20キロ未満のもんが設置される可

能性もありますわね。もうそんな面倒なことはせんでえんじゃという、一つのこれから起きて

いくことに、小さなもんでもやっぱり１つの宅地の中で１キロが10平米換算でいくと、宅地の

広いとこなら20キロだと思うんだけども、宅地の、あいとるけどちょっと狭うなってきたら、

いっぱいいっぱいにやるわけにいかんので、やっぱり20キロ以下の枠で設置される人も随分お

ると思うんです。そういうなときに、お隣の方とお隣の方が妙な関係というんか、この調和で

きるということがベストだと思うんです。片一方の方がきちっと書いとられる条例のとおりや

れる方ならいいけども、管理がきちっとできないということになると、お隣同士のいざこざが

起きると、そういうふうなことを想定できるんで。だったら、もし20キロから10キロにするこ

とによって何か弊害があるというんならいかんですよ。大きな弊害があるというんなら。弊害

がないんなら、これ書いとるとおりじゃったら、別に10キロと最初から行政の網をかける、条

例の網をかけるという形がいいんじゃないかと。世の中はとかくざる法が多いですが。ちょっ

と小利口な人は、すぐ条例の網をくぐるようなことを考えてやります。できるだけ網をかぶせ

て、最終的には市民同士が問題が起きないようにするというためには、20キロより10キロのほ

うがいいのではないかと。そういうことでこれを出したわけであります。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございます。 

○委員（岡崎達義君） ちょっとよろしいですか。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 私は、この10キロにするのは反対なんです。といいますのが、やはり

余りにも小さくすると、土地の所有権の自由な利用っていうのを妨げることになるんじゃない

かと思いますので、やはり20キロワットぐらいが適切な面積じゃないかなと思います。10キロ
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にしますと、100平米でしょう、ほぼ。ということは、10メーター四方の土地なんですよね。

その土地を、やはり所有者っていうのはもうどうしても使いどころがないような土地をこうい

う太陽光発電に利用しようと思ってますので、そういう所有者の自由な利用っていうのを妨げ

ることになるんじゃないかなと思います。20キロワットになりますと、やはりかなり広大な土

地を必要としますので、それはやっぱり行政の監視っていうことも必要ですし、何かがあった

ときには行政の手が入ったほうがいいと思いますので、それは適切だと思うんですけど、10キ

ロワットはちょっと小さ過ぎるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） その他の御意見は。 

○委員（光成良充君） はい、よろしいですか。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） 10キロワット、20キロワットっていうのは、以前から話をされており

まして、ちょっと今ぱぱっと計算をしてずっといったんですけど、10キロワットというのは、

岡崎委員も言われてる、10メーターの四方ていうんで、約30坪ぐらいですよね。20キロワット

未満というたら、57坪ぐらいの土地になってくると、言われたように使い勝手もないし、20キ

ロワット以上になってくると、60坪以上になるんで、桜が丘にしても、農地にされるところに

しても、それくらいの土地で使われるっていうのがあるので、それで適正なんかなと思うんで

すけど、ここで修正出されたんですけれども、大窄課長、今までこれに対してずっと説明をさ

れてきて、作本部長のほうも、これで話をされてるんだけど、市としてはどのような考えを持

たれてるのか、これに対して。お聞きしたいんですが、それは聞いてもよろしいんですか。 

○委員長（原田素代君） 構いませんよね。 

○委員（光成良充君） お願いします。 

○委員長（原田素代君） じゃあ、執行部への質問ということで、執行部のほうに、10キロ、

20キロのことをお尋ねするんですね。 

○委員（光成良充君） はい、そうですね。 

○委員長（原田素代君） ということですので。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 市長。 

○市長（友實武則君） この修正案について、執行部としての意見を言わせていただきます

と、我々も、10キロの可能性は議論の対象として、さまざまメリット、デメリットを議論して

まいりました。そういう中で、私たちがこの10キロにした場合で、致命的なことがあります。

それは何かというと、10キロワットの設備設置は届け出もありません。それから、経済産業省

からの情報提供もございません。中電も、これは個人情報の目的外利用に相当するので情報提

供いただくことはできません。ということは、例えば15キロワットの施設ができても、これを
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キャッチする方法がございません。ですので、実効性の乏しい範囲ができてしまいます。そう

いったことから、これが経済産業省や中電から情報提供がいただけるということになれば、そ

の時点で条例改正というのを視野に入れながらの対応しかないのかなということで、20キロを

現在の条例の網をかぶせる範囲とさせていただいております。実効性のある条例をということ

で、20キロということにさせていただいております。もし10キロということになるのなら、そ

の10から20の間をどういう方法で情報をキャッチするのか、その方法が現在のところございま

せん。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） どうですか、光成さん。 

○委員（光成良充君） 20キロワット未満の部分については情報が全くないと。ということ

は、これから設置される方が、20キロワット未満でする場合、国も、それから県も、中電も把

握はできないということですよね。 

○市長（友實武則君） 中電は把握できます。 

○委員（光成良充君） 中電はあるけど、その情報は入ってこないと。となると、20キロワッ

ト未満でされたら困ってくるのか。って思うんですけど、今、実効性がないって言われました

よね。20キロワット未満以下なら。僕もそう思ってるんですよ。20キロワットは60坪以上ぐら

いないといけないんで、ああいった土地に対して、岡崎委員も言われたように、その部分があ

るのならばそれでいいのかなあと思いますし、どうせ太陽光をされるんなら、収入を求められ

てされるんですから、そんな小さいものをされるとは思ってないんで、それで家の部分の太陽

光にするんなら、屋根の上へ上げられる方がほとんどだと思いますから、私としてはこの20キ

ロワット以上でよろしいと思いますんですが、保田委員はこの部分に対して、どうしても10キ

ロワットでないとだめというふうに思われるんですかね。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） だから、私は基本的に、問題が起きないようにするということが一番

なんだけど、20キロを10キロにしても、私自身の考えで言うたら、問題はないだろうと。何か

害があるというんか、20キロにしたら困ることが随分、今言われた、情報が得られんのじゃと

いうことだったんですけど、それでも何か方法はあるし、仮につけられた場合は、周りの人が

その情報は、条例の情報は周りの人が持ってますよね。恐らく接触があって、これこうですよ

という話をするだろうし。市民感覚で考えたときに、そういうもんがあればトラブルが防げる

んじゃないかなと、最初の段階で。そういうことです。 

○委員長（原田素代君） あとの質疑はいかがですか。ないですか。 

 １つ事実関係を確認させてください。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代いたします。 

              〔委員長交代〕 
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○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 今市長、20キロワット以上だと情報が来るっておっしゃいましたけ

ど、私の理解は50キロワット以上しか来ないんじゃないかと思ってるんですよ。要するに、公

表としては。だから、20キロワット以上も情報が来ると理解していいのかどうか、ちょっと確

認をさせてください。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 20キロワット以上のものにつきましては、経産省のホームページ

で事業者名、それから地番等々公表されております。ですから、皆さんでも見ていただけると

いうような状況になっております。 

 それから、先ほど市長が20キロワット未満のものが情報を得られないということでございま

した。補足でございますが、経産省のほうに照会という形はとれるのはとれるんですが、大変

事務が煩雑になります。国のほうもなかなか消極的なとこもございまして、そういった事務の

困難さというのが多大にかかるというような御理解でいただけたらと思います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） わかりました。20キロ以上は把握できるということですが、私も保

田委員の思いっていうのが、把握するかどうかの問題ではなくて、トラブルが起きたときに条

例があれば、それが19キロワットでも10キロワットでも条例に沿って指導していただけるんだ

ろうと。そういう期待値があるわけですよね。だけど、対象が20キロワット以上で、19キロワ

ット以下は対象にならないとなると、指導やここにあるさまざまな業者の義務が実際、現場の

中で適応されないのでは意味がないのではないかという危惧なわけです。だから、事前に把握

するかしないかではなくて、トラブルが起きたときに市民の、ああこの条例があってよかった

わ、うちは19キロワットだけども、ちゃんと対応してもらえるのねと思うかどうかというとこ

ろにあるのだというふうに理解するのです、私は。答弁のしようがないよね。という意見で

す。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 意見ですね。 

 じゃあ、委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 質疑はほかにもうございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、これで修正案に対する質疑を終わります。 

 続きまして、議第13号平成30年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）を議題とし、これから
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審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いいたします。 

 なお、説明は補正予算書及び説明資料のページ番号を言ってから行うようにお願いいたしま

す。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 市民生活部関連でございますが、こちらの議第13号一般会計

補正予算につきましては、本会議で御説明させていただいたとおりではございますが、１点だ

け補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書の５ページをお願いいたします。 

 第２表の繰越明許費、こちらの補正でございます。表の上から３行目のところ、４款衛生

費、２項清掃費の廃棄物処理施設解体事業、こちらのほうを５億5,142万7,000円を繰り越しと

させていただいております。先ほどの議第２号、議第３号で御審議いただいた案件に伴ったも

のでございますが、こちらを先ほど提出させていただいております関係から、来年度の実施と

なってまいりますので、ここで繰り越しでの補正とさせていただこうと考えております。 

 その他の件につきましては、本会議の御説明のとおりとなりますので、こちらのほうも御審

議よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） 説明が終わりました。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 議第13号平成30年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）につ

きまして、保健福祉部の関係は、本議会で説明をさせていただいたとおりでございまして、補

足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） それでは、説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 

 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 先ほどの、繰越明許の話なんですけど、これ、新年度予算になぜ上げ

られなくって補正予算に入ってきたんですか。ちょっと基本的なとこなんですけど、教えてく

ださい。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） お答えします。 

 この事業につきましては、平成30年度、今の該当年度でございますが、現年で執行する予定

で当初は考えておりました。そういった中で、業者選定、それから工事の確実性等々を内部で
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審議しておりました関係上、契約をこの３月議会でお願いしているというような状況でござい

ます。といったことから、平成30年度の事業が平成31年度に繰り越すというような形をとらさ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員（岡崎達義君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 本当を言えば、30年度にやっておくべき事業だったのが、それができ

なかったから来年度に繰り越したっていうことですね。それでよろしいですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） そのような御理解でよろしいかと思います。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ほかにありますか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 15ページの一番最後の、合併特例事業債の中の減なんですが、複

合型介護福祉施設とか、２つか４つか何かいろいろ説明があったと思うんですが、厚生の関係

で、どの事業が減になったかというんがわかりますか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） そこの合併特例債の15ページでは、17億7,970万円のマイナ

ス6,920万円ということになっておりますけれども、保健福祉部の関係では、赤磐市の複合型

介護福祉施設整備工事につきまして４億9,410万円、これがマイナス8,640万円、差し引きが４

億770万円ということでございまして、説明資料のほうも４ページ、５ページ見ていただきま

したら説明をさせていただいておるところでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） ほかのところで、皆さんのほうからございませんか。 

 ちょっとじゃあ、私のほうから幾つか聞かせてください。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 12ページの国庫支出金、国庫補助金ですが、一番上です、民生費の

国庫補助金の減額が出ておりますが、子ども・子育て支援交付金の400万円と母子家庭対策等

総合支援事業費補助金157万円と、この減っていうのは、対象者の数が要するに見込みより少

ないということなんでしょうか。受けるべき人の数が減ったという理由で減ってるんですか。
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どういう事情で減ってるのかっていうことをまずお聞きします。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 先ほどの質問にお答えします。 

 委員長が言われたとおり、事業費の減に伴うものでございます。子ども・子育て支援交付金

につきましては、大きなものとしまして、放課後児童クラブの事業費が減額となったものの影

響を受けております。それから、母子家庭対策等総合支援事業費補助金につきましては、こち

らのほうが高等職業訓練給付金事業を事業費として計上しておりましたが、予定より実施の人

数が少なかったために減額となっております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 児童クラブの主なものっていうんですけど、ほぼこの473万

8,000円、全額児童クラブの減ですか。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 放課後児童クラブの関係で言いますと、金額で言いますと

385万7,000円が放課後児童クラブとなります。 

○委員長（原田素代君） もう１回いいですか。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） この内訳は、なぜこれだけの金額が減額されるか、理由を。 

○副委員長（福木京子君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 放課後児童クラブの運営につきましては、各クラブが年度

当初にその事業実施につきまして、まず補助金の交付申請を行うに当たりまして、計画段階で

交付申請をしてまいります。で、その計画段階に基づきまして予算を措置させていただくんで

すが、その計画の中で、今度は実施をしてまいります。その実施につきまして、放課後児童ク

ラブの受け入れ人数の件でありますとか、それから大きなものとして、障害児の受け入れとい

うものがあります。これの補助事業が、障害児が何人いるかによって大きく変動してきますの

で、その部分が市内16クラブの補助金の中で大きなものだったと認識しております。 

○委員長（原田素代君） もう１つ聞いていいですか。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 衛生費の国庫補助金の地方創生汚水処理施設、そのすぐ下ですけ

ど、この地方創生の整備推進交付金というのは、これは700万円が300万円に減額されておりま

すけど、この補助金の性質がまず知りたい。毎年ついてたわけですかね。それから、なぜこれ

だけ減額されたのか。両方教えてください。 
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○副委員長（福木京子君） 衛生費の国庫補助金……。 

○委員長（原田素代君） 衛生費だけど違うのか。 

○副委員長（福木京子君） 違うんですか。 

○委員長（原田素代君） 済いません、対象外でした。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 補正については……。 

○委員（光成良充君） １個よろしいか。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） １つ確認をさせていただきます。 

 ４款衛生費、２項清掃費の塵芥処理費で13委託料に健康診断委託料の減額50万円があるんで

すけれども、これ補正の説明資料見ましたら、環境センター地元住民の健康診断に係る実績見

込みにより委託料を減額するっていうふうにあるんですけれども、これ健康診断受けられなか

った方がいらっしゃったということですかね。それとも、ちょっと多目に見積もっとったんで

大体住民の方は健康診断を受けていただいているっていうふうに思えばよろしいんでしょう

か。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） こちらの委託料につきましては、地元の住民の方、それから職員

も含めて計上しております。地元の住民の方が予算上50名を実績等々も踏まえまして、状況も

踏まえまして計上しておりましたが、実際35人という執行になりまして、これ受けられる方御

本人さんの御意思もございますので、そういった状況から今回減額をさせていただくものとな

っております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 20ページの保健衛生総務費の中の工事請負費の4,600万円の減額補正

なんですが、この詳しい説明をお願いしたいんです。説明書によると、複合型介護福祉施設整

備に係る実績見込みにより工事請負費を減額するということなんですが、増額になりましたよ

ね、工事がふえて。それで、またこの4,600万円の減額ということになると、どこがどういう

ふうに減額補正しなければならなかったのか、そこの詳しいことをお願いいたします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 



- 30 - 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） これにつきましては、簡単に説明をさせていただきますけれ

ども、平成29年度の一般会計の補正予算で前払いの対象となります４割を、この保健衛生総務

費に３億4,680万円組んでおりました。残りの５億220万円につきまして、30年度への債務負担

行為として、今回30年度の予算書に計上させていただいておるわけでございますけれども、そ

の２つを足しますと８億6,700万円という工事費になります。先般、12月の変更をかけさせて

いただいたものが７億7,581万8,000円ということで、単純にいきますと9,000万円ぐらいの減

額ということになるんでございますけれども、これにつきまして、それ以外に一応、工事費か

ら委託料のほうに流用させていただきまして、大きいところでは、赤磐市の市民病院の再利用

事業の監視支援業務委託料というものが、これは30年１月29日に契約をさせていただいたもの

ですけど、これが1,857万6,000円、それから同じく複合型の介護福祉施設の整備工事発注者支

援業務、これが699万8,400円、こういったものに一般財源として使わせていただきました。こ

れにつきましては、今回の工事が設計・施工一括契約ということでございまして、この市の要

求水準どおりに進められているかどうか、そういった監視的なものの必要があるということで

判断をいたしまして、その契約を結ばせていただいたわけでございます。工事が１月31日に完

成いたしましたけれども、それに前後いたしまして、一応水道の負担金、これが118万

8,000円、それから同じく水道メーターの移設、これが80万円、それから建築確認申請に伴い

ます審査手数料114万7,000円、それから２月、３月分の電気水道料、これが約120万円、それ

から厨房でありますとか機器施設備品が約500万円、それから玄関レリーフのものが200万円と

いうようなことで、一応工事費以外で４月１日のオープンに向けていろいろ使わせていただき

まして、それを差し引いたものが4,600万円ということになっております。ですから、そうい

ったものを一般財源として使わせていただいたということでございます。その差し引きが

4,600万円ということになります。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） わかんない。 

 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 本当、ややこしいんですけど、要するに、いろいろ工事やったり中の

備品とか什器を整備したのを一般財源で使ったけど、その分だけ、4,600万円だけ残ったとい

うことなんですね。ほんで、それを減額補正で落としていったということでいいんですね。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） おっしゃるとおりでございます。 

○委員（岡崎達義君） わかりました。ありがとうございます。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 
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○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） やっぱりちょっと、今聞いただけではわかりにくいんで、何かわ

かりやすいように書いてもらったら納得するんですけどね。ばあっと言われただけでは、工事

のあれだったら約9,000万円出るはずなんだけど、それとの関係で一般財源を使うたから云々

というてから、ずうっと説明ありましたよね。ちょっと、ぱっと見てわかるようにしてもらえ

ないもんかと思うんですが。そういうことできますか。今、詳しゅうだあっと言われたから、

余計にわかりにくくなったのは確かと思いますが。でもまあ、どういうものに使われたかとい

うぐらいは知っとってもいいんじゃないかなとは思いますけど。 

○保健福祉部長（直原 平君） どういった形で。 

○副委員長（福木京子君） 予算の使われ方ですね。どこか出てますかね。全部拾わないとい

けないよね。難しいですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○保健福祉部長（直原 平君） 予算につきましては、平成30年度の工事費が、先ほど言いま

したように５億2,020万円となっておりまして、その必要なものを差し引きましたものがマイ

ナスの4,600万円、差し引きが４億7,420万円ということになってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） ちょっと私も確認させてください。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） すごく悩ましいんですけど、要するに、1,200万円でしたっけ、追

加予算がついた。だからふえた、当初よりも。でも、最終的に見積もりより工事費が抑えられ

て、減額が出た。その減額のうち、丸々計上じゃなくて、9,000万円減額のうち、幾らか使っ

て4,600万円の最終的な減額が決まった。だから、一度ふえたのに、また減ったっつって、そ

れでまたいろいろ使って、最終的にこれになったっていうと、すごくお金の使い道がもっとス

トレートになってほしいわけですよ。だから、当初予算の結果、これだけ減額が出ましたと。

だけど、1,200万円追加はありましたと。結果、その他の費用で最終的に4,600万円が不用額で

出ましたと。だから、その流れが、私は細かい明細よりも、非常に説明するのに、議会の皆さ

んがわかりにくいだろうと、今の流れがですね。だから、そこはもうちょっと大ざっぱでいい

んですけど、そういう経緯があってこの金額が出たということを、もうちょっとスマートに説

明していただきたいと思うんですが。 

○副委員長（福木京子君） 答弁をされますか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 
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○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほど説明をさせていただいたのが内訳でございまして、結

局、変更後の工事負担金につきましては、７億7,581万8,000円でございました。けれども、そ

れ以外の委託料でありますとか水道の負担金でありますとかもろもろのものを差し引きました

ものが残りまして、それがマイナス4,600万円ということで、今回補正を上げさせていただい

た次第でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） もう１つ。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 直原部長でしたっけ、200万円、玄関の壁面画、あれ寄附じゃなか

ったのかなと思ってたんですけど、200万円費用がかかったんですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） これにつきましては、平成29年度に山陽新聞社様から一般寄

附ということで寄附を受けまして、歳入をさせていただいております。それに対しまして、平

成30年度にレリーフを作成、ちょうど寄附の額で作成をさせていただきまして、今回制作業者

にお支払いをしたということでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） わかりました。 

○副委員長（福木京子君） いいんですか。 

 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） その他ございませんでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、質問がないようですので、これで質疑を終わります。 

 ちょうど定刻で12時になりましたので、１時から再開いたします。１時間の休憩にします。 

              午前11時58分 休憩 

              午後１時０分 再開 

○委員長（原田素代君） 休憩前に引き続きまして、続いて議第14号平成30年度赤磐市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）を議題とし、これから審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 国民健康保険特別会計の事業勘定につきましては、議場で説

明をさせていただいたとおりでございます。補足はございませんので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○保健福祉部長（直原 平君） 保健福祉部長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 熊山診療施設勘定及び佐伯北・是里診療施設勘定につきまし

ても議場で説明をさせていただいたとおりでございます。補足説明はございません。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 執行部からの説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、事業勘定について、歳入歳出一括しての質疑を行いたいと思います。 

福木副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 国５の一般被保険者療養給付費で、これは被災者への関係になる

と説明がありました。何名ぐらいされてるかわかりますか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 災害の対象になっている人数でございますけど

も、２月末現在で11世帯の20人が対象となっております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これが対象なんですけど、実際この予算というのはどういうこと

ですか。対象者はわかりますけど。この人数がこの医療費にかかっとるということですか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） はい。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。 

○委員長（原田素代君） 事業勘定、ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） 質疑がないようですので、なければ次に行きます。 

 まず、熊山診療施設勘定のほうで行きます。 

 歳入歳出一括しての質疑をお受けいたします。 

 質疑をお願いいたします。国７からですね。 

 福木副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 国11で、医療用機械器具賃借料マイナスということですけど、内

視鏡システムと酸素供給装置、これ金額がどういうような金額かわかりますか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） まず、酸素供給装置が、当初予算が111万6,000円だったん
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ですが、実際には26万2,332円と使った量が少なかったということで、85万3,668円の残が出ま

した。もう１つ、内視鏡システムの賃借料の当初予算も349万7,801円が、実際では249万

3,504円ということで、入札残による減額です。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。 

○委員長（原田素代君） その他ございませんか。 

 ないようでしたら１つお尋ねしたいんですけど。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 国10の、診療収入の総計として大分減額補正でおやりになってい

て、昨年来からちょっと外来収入がずっと減ってきてる傾向があると思うんですが、何か特定

の腎臓疾患ですか、その患者さんがいなくなったとか、幾らか明らかな理由があるようです

が、１つは近所に新しく外来の診療所ができたりとか状況が幾らか変化してることもあるのか

なあと思うんですが、どうなんでしょうか。１人院長で大変孤軍奮闘されてる中で、外来がこ

のまま減るのかなという心配がございます。その辺の収入減についての見通しはどうでしょう

か。 

○健康増進課長（石原万輝子君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 今、委員長言われたとおり、今回の収入ですが、肝炎の治

療薬が患者さんが当初６人おられたんですが、治療も終了した患者さんも出まして、１月には

１名になったというあたりで外来収入の大きな減少があります。それと、言われたように総患

者数が少し減っているという事実もあります。今後についてですが、やっぱり１人の先生とい

うところで、定期的な投薬を長期投薬にどうしても移行せざるを得ないという現状もありま

す。医師の確保については市長初め部長等で総力をして総務課とも連携をとりながら確保に努

めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 心配しています。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） よろしいですか。 

 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、皆さんのほう、ないですか。熊山は。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（原田素代君） なければ次に、佐伯北・是里診療施設勘定についての歳入歳出一括

しての質疑をお受けいたします。 

 質疑をお願いします。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） では、質疑がないので、これで質疑を終わります。 

 続きまして、議第15号平成30年度赤磐市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題

とし、これから審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） こちらにつきましても、議場で御説明をさせていただいたと

おりでございます。補足説明ございませんので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 後４の一番最初の医療保険料ですけど、特別徴収と普通徴収で、

普通徴収というたら自分で直接払う方ですね。それから、特別というたら引かれる分だと思う

んですが、これの数字的な、こういうふうな状況になったのは、理由がありますか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 今回の補正でございますけども、特別徴収を増額

して普通徴収を減額しております。これにつきましては、当初予算編成時に年金の天引きの方

を実績から約65％と見込んでおりましたが、実際には天引きになった方が多くなったために、

組み替えをさせていただいております。また、新たに後期高齢になられた方、それから転入さ

れた方等、年金天引きが開始されるまでに期間がかかります。半年から１年かかりますので、

こういう組み替えの補正を上げさせていただいております。よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） その他、後期高齢で。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、ないようですので、これで質疑を終わります。 

 続きまして、議第16号平成30年度赤磐市介護保険特別会計補正予算（第３号）を議題とし、

これから審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 
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○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 介護保険特別会計補正予算（第３号）につきましても、補足

説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 説明が終わりました。 

 質疑をお願いいたします。 

 ございませんか。 

 １つ聞いていいですか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 介２、一般会計繰入金の内訳なんですけれども、６億9,000万円に

対して5,000万円の減額になっております。この5,000万円っていうのは主にどの辺の金額だと

いうことがわかりましたら、説明をお願いします。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 歳出のほうを全体的に見ていただいたらと思うんですが、

給付費が全体的に減額しておりますので、それに伴う一般会計の繰入金の減額ということにな

ってまいります。介護保険は国、県、市町村、それから支払基金、そういった案分を掛けて決

算をしておりますので、主には給付費の関係になっております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 給付費が減るということは、利用者が減ってるということですか。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 毎月、大体給付の状況を追って見てるんですが、利用者の

数が減ってるということはありません。ただ、ことしは第７期の介護保険の計画の１年目とい

うところもありました。そういった中で、それに合わせた予算を立ててまいりました。そうい

った中で、思ったより伸び率が振るわなかったというか、それほど御利用がなかったっていう

ところで、決して数字的に高齢者の数もふえておりますので、数字的に減ってるということは

ございませんでした。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） はい、わかりました。 
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 ありがとうございます。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） ほかにございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 続きまして、議第17号平成30年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算（第３

号）を議題とし、これから審査を行います。 

 執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 訪問看護ステーション事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましても、補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 以上、説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これは、訪４で、療養費が300万円ふえたということは、当初予

算と比べてかかる方がふえてるわけですが、人数的にはどのように変わりましたでしょうか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 説明資料の50ページ、51ページに書いてありますが、介護

保険の訪問看護の実績は、介護保険によるものと医療保険による訪問看護、２種類ありまし

て、その収入合わせての実績なんですが、お伝えします。 

 12月までで29年度は2,250人の延べ利用者数だったんですが、今年度は2,485ということで、

昨年に比べて235名延べ利用者数がふえているという状況です。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。利用がふえてるということで、今後もそういうふ

うなふえ方になりそうでしょうか、見通しは。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 主に、以前から説明しているように、吉井地域であります

とか訪問看護が利用しにくい地域の利用者が伸びておりますのが現状です。これは、ある程度

続くのかなと思っております。また、なかなか遠いところについては他の事業所も入りにくい
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という現状もありますので、そのあたりも熊山診療所の訪問看護が担っているという部分もあ

りますので、このままいくのではないかと思っております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） なければ、これで質疑を終わります。 

 続きまして、議第19号平成31年度赤磐市一般会計予算を議題として審査を行います。 

 執行部からの補足説明はございませんか。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 平成31年度赤磐市一般会計予算につきましては、各担当課長

から主な事業等についてを簡単に御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 平成31年度赤磐市一般会計予算の、市民課の主な

ものにつきまして御説明をさせていただきます。 

 予算書は51ページ、説明資料は38ページをお開きください。 

 ２款総務費、３項１目住民基本台帳費でございますが、今年度はコンビニ交付システムの利

用料といたしまして、14節、52ページになりますが、765万2,000円を計上いたしております。

これにつきましては、コンビニ交付導入後３カ年度は経費の２分の１が特別交付税に算入され

るということになっております。 

 次に、57ページをお願いします。予算説明資料では42ページになります。 

 ３款民生費、１項１目社会福祉総務費でございますが、28節に国民健康保険特別会計への繰

出金を計上いたしております。繰出金の内訳でございますが、説明資料の45ページにも記載し

ておりますとおりでございます。お目通しいただければと思います。 

 次に、予算書の60ページをお願いします。 

 高齢者福祉費でございます。28節の後期高齢者医療特別会計繰出金の１億3,740万9,000円で

ございますけども、内訳は、保険基盤安定負担分、保険料の軽減分でございますが、１億

2,635万2,000円、事務費分といたしまして1,105万7,000円を計上いたしております。 

 市民課は以上でございます。 

 続きまして、協働推進課の主なものにつきまして御説明をさせていただきます。 

 予算書の歳出64ページをお願いします。 
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 ３款民生費、１項社会福祉費、９目地域振興費、13節委託料の一番下になりますけども、協

働事業委託料218万4,000円でございます。これにつきましては、若者まちづくり推進事業の企

画運営の委託費を計上いたしております。続きまして、19節の負担金、補助及び交付金の地区

集会所新築等工事費補助金674万1,000円でございますが、31年度につきましては13地区の集会

所の修繕等を予定いたしております。また、一番下の市民活動実践モデル事業補助金100万円

につきましては、平成28年度からの継続事業でございまして20万円、５団体を予定いたしてお

ります。 

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） それでは、続きまして環境課から平成31年度一般会計予算の主な

事業、特に新規事業について御説明をさせていただきます。 

 予算書では73ページ、説明資料は65ページからとなります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、13節の委託料でございます。上から２行目

に事業計画書作成委託料とありますが、これは、災害廃棄物の処理計画策定に係る業務を委託

により行うものでございまして、604万8,000円を計上させていただいております。 

 それから、はぐっていただきまして74ページ。 

 同款２項清掃費、２目塵芥処理費の11節需用費におきまして、修繕料8,467万4,000円のう

ち、通常の修繕等に加えまして、今年度に引き続き、来年度２号焼却炉のバグフィルターのろ

布の交換修繕を3,827万5,200円、その他煙道耐火物の修繕や温水発生器の取りかえ工事などを

予定しております。 

 75ページに移りまして、13節の委託料の上から５行目の環境衛生測定分析委託料につきまし

ては、来年度施工予定の旧廃棄物処理施設２施設の周辺の環境調査の委託料を計上いたしてお

ります。15節工事請負費711万1,000円は、昨年の７月豪雨災害に伴います公費解体の費用でご

ざいますが、財源として災害復旧費国庫補助金を歳出額の２分の１の355万5,000円計上してお

ります。なお、残りの２分の１のうち、95％が特別交付税の適用を受ける予定でございます。

次の行、18節備品購入費におきましては、環境センターのフォークリフト及び３トンパッカー

車、これが老朽化に伴いまして更新費用を計上させていただいております。 

 主な事業等につきましての環境課の説明は以上でございます。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） それでは、各課長から説明をさせていただきます。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 
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○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） それでは、社会福祉課の当初予算について

御説明をいたします。 

 予算書でしたら42ページから61ページ、３款民生費の部分の支出を主に説明させていただき

ます。課が入り組んで入ってございますので、予算説明資料をごらんいただきながら御説明を

したいと思います。予算書が56ページから69ページ、説明資料が42ページから61ページになっ

ております。 

 まず、社会福祉課の歳出の総予算額は18億5,000万円余りでございまして、昨年度より4.1％

伸びております。こちらの要因といたしましては、やはり扶助費の伸び、障害者や障害児の事

業の伸びが大きな影響をしております。 

 それでは、資料に基づきまして、まず44ページ、45ページをお開きください。 

 真ん中の社会福祉施設費でございます。指定管理施設管理事業のところ、前年と比べまして

1,900万円ほど減ってございます。こちらは、30年度吉井の高齢者生活福祉ホームつつじ荘の

屋根の改修がございました。こちらが大きなハード事業がございませんので少なくなってござ

います。 

 それから、50ページ、51ページをお開きください。 

 一番上でございます。障害者福祉費のうちの自立支援給付費の事業でございます。こちら

は、御承知のように介護給付や訓練等給付、グループホームとか入所とか、そういうものの法

定給付の事業でございまして、今年度の予算額８億8,361万4,000円、8.1％の伸びで、ことし

も順調に伸びてございます。こちらは、国が２分の１、県が４分の１の負担が財源としてござ

います。 

 続きまして、伸びているものが54ページ、55ページをごらんください。 

 児童福祉総務費の中の、障害児施設支援給付費事業でございます。１億7,123万7,000円を計

上しており、こちらも6.5％の伸びということで、近年事業所がふえまして利用者に潤沢なサ

ービスが供給されてございます。その関係で給付費のほうも伸びてございます。 

 それから、もう１つの大きいものといたしまして、60ページ、61ページをごらんください。 

 生活保護費でございます。人数としましては100世帯108人ということで見込んでおります

が、昨年に比べまして予算のほうにつきましては7.5％の減の２億1,695万8,000円を計上して

ございます。こちらにつきましては、本会議でも質疑がございましたように、法律に基づきま

して適正な指導をしてまいる予定でございます。 

 新規事業がございませんが、大きな扶助費の関係について説明させていただきました。 

 以上です。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 子育て支援課の31年度予算の主なものについて説明させて
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いただきます。 

 まず初めに、児童福祉費の児童扶養手当についてです。 

 予算書のほうが66ページになります。それから、説明資料のほうが54ページ、55ページにな

ります。説明資料をごらんいただけたらと思います。 

 民生費児童福祉費の児童措置費としまして、児童扶養手当です。真ん中よりちょっと下の辺

にあります。児童扶養手当としまして、扶助費として２億587万1,000円を計上させていただい

ております。こちらのほうが、比較を見ていただければわかるんですが、前年度比較で

3,489万9,000円の増となっております。こちらにつきましては、児童扶養手当はひとり親家庭

の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的に支給されている手当

でございます。今回、この生活の安定に資するために制度改正が行われました。年間の支給回

数がふえることとなっております。現行法では年３回、４月、８月、12月に前月分までの４カ

月分を支給していたものが、この制度改正により、本年11月から年６回の支給となります。奇

数月に前月分までの２カ月分を支給することとなりまして、ひとり親家庭の生活の安定に資す

ることとなっております。この制度改正に伴いまして、平成31年度の支給が全部で15カ月分の

支給となります。４月に12月から３月までの４カ月分を支給、８月に４月から７月までの４カ

月分を支給、11月に８月から10月までの３カ月分を支給し、ここから１月に11、12月の２カ月

分、それから３月に１月、２月の２カ月分で、合計15カ月の支給となります。この児童扶養手

当は国庫負担事業でありまして、３分の１が国庫負担金として計上してあります。 

 ２点目です。こちらのほうが、予算書につきましては67から68ページで、説明資料につきま

しては58から59ページになります。説明資料をごらんいただければと思います。 

 説明資料の58から59ページ、児童福祉施設費の公立保育園再編事業でございます。真ん中よ

りちょっと下にあります。 

 こちらのほうが、赤坂地域の３保育園の解体工事を行う予算を計上しています。事業費とし

て、解体工事の設計及び工事費等で5,570万円を計上しています。財源につきましては、合併

特例債を充てることとしています。解体を行う施設につきましては、石相保育園554.41平米、

軽部保育園356.70平米、笹岡保育園309.31平米の３施設となっております。 

 以上、子育て支援課から主なものを報告させていただきました。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 健康増進課からは、新規事業について１点説明させていた

だきます。 

 ４月に開設します複合型介護福祉施設管理事業です。 

 予算書では27ページ、予算説明資料では12ページをお願いいたします。歳入が27ページで、

歳出としては57、58ページでございます。 
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 先日の竣工式におきましては、議員の皆様には大変お世話になり、ありがとうございまし

た。 

 この予算につきましては、施設を円滑かつ適正に管理運営するために、指定管理者と基本協

定を締結しておりまして、その協定により指定管理者は対象面積に応じた納入金を市に支払う

ことになります。それが歳入として、先ほど言いました予算書の27ページで、17款財産収入、

１項財産運用収入、１目財産貸付収入として１月50万2,094円とし、12カ月分の602万5,000円

を計上しております。 

 歳出としましては、予算書57、58ページ、説明資料44ページ、45ページですが、３款民生

費、２項社会福祉費、２目社会福祉施設費、複合型介護施設管理事業です。これは、施設の維

持管理に係る市が負担すべき費用を計上しております。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。 

○委員長（原田素代君） 執行部のほうの説明が終わりましたので、まず、予算書７ページの

第２表を見てください。 

 債務負担行為について、ここに書いてありますが、これに関して何か御質問がありましたら

お願いします。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） なければ、次に歳出の款ごとに進行してまいりますので、お願いし

ます。 

 まず、予算書の51ページから52ページまでの２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費について

の質疑をお願いします。 

 ございませんか。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） この52のデータセンター使用料、コンビニの関係ですよね。ちょ

っときのう総務文教を傍聴しとったんですけど、このコンビニについては赤磐市内で人口の集

中してるところとか、ないところでコンビニの数も違ったりする、その利用の頻度なんかも違

ってきたりするんと、それから24時間というのが、ちょっと今、いろんな問題があって少し時

間が短縮するようなことも議論されてますよね。そういうふうなことについてはこのコンビニ

の関係では、今後どういうふうに考えたらいいんでしょうかね。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 市内のキオスク端末機があります数につきまして

は、申しわけないですけどちょっと把握してませんが、それぞれ各地域にコンビニのほうはあ

ると思っております。それで、時間帯でございますけども、実際にコンビニ交付が受けれる時

間帯は、朝の６時半から夜の11時までとなっております。 
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 以上です。 

○副委員長（福木京子君） よろしいです。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

 51ページから52ページ、よろしいでしょうか、質疑は。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） なければ、次に56ページから69ページまでの３款民生費についての

質疑を求めます。 

福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 国保の繰出金が、説明はあるんですけど、この分をもう少しふや

すなりして国保の引き下げというふうな、その辺はずっと検討はされとると思うんですが、今

回のこの予算についてはどういうふうに検討された結果のことでしょうか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 国保の特別会計への繰出金につきましては、法定

内の繰り出しのほうを計上させていただいております。それで、今後の見込みとしましては、

単市での減免等につきまして実施した場合には、保険税にはね返るということもございますの

で、現在につきましては、繰出金につきましては法定内の繰り出しを継続してまいりたいと考

えております。また、保険税につきましては、国民健康保険特別会計のほうでも御説明させて

もらいますけども、据え置きということで予定しております。 

○委員長（原田素代君） そのほか、民生費。 

 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 68ページの19節の負担金、補助及び交付金の中の、特別保育事業補助

金っていうのは、これは延長保育、一時預かり、そういうものに対する補助金なんですか。そ

ういう理解でよろしいんでしょうか。 

○委員長（原田素代君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 民間の保育園が行います、先ほど岡崎委員さんが言われた

とおり、一時預かりでありますとかの特別な保育事業の補助金でございます。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） これは、公立の保育園には出てないわけですね。私立保育園10園に対

するもので……。認識でよろしいでしょうか。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） はい。 

○委員長（原田素代君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 私立保育園に対するもので認識していただいて構いませ

ん。 
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○委員（岡崎達義君） もう１つよろしいか。 

○委員長（原田素代君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 12ページの母子保健事業。そこについてちょっとお尋ねしたいんです

けど。 

 私、聞くところによりますと、健診が１歳半までにはないらしいんです。生まれてから１歳

半まで健診がないということで、何かお母さん方がちょっと不安になっておられる方がいらっ

しゃるということなのですが、もう少し予算をふやすことによって、この間に１回、もしくは

２回という健診が必要なんではないかなと思うんです。といいますのが、最近子育て中の虐待

だとか、それからネグレクトというんですか、消極的虐待というんですか、そういうのもあり

ますので、もう少し密着した形で健診をしてほしいなと思うんですが、そこらあたりのことは

どう考えられてるのかお聞かせください。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 乳児健診につきましては、４カ月のときに市のほうで健診

をします。あと、母子手帳に１歳までに２回の無料券がついておりますので、医療機関で２回

は受けることができます。あと育児相談というものを実施しておりまして、適宜、今、保健セ

ンターで行っておりますが、吉井の保健センターでも年４回行っております。そのあたりで相

談がある方はおいでくださって、指導をさせてもらっています。 

 あと、議員さんおっしゃられたように、虐待については今年度10月から始まりました産婦健

康診査という事業がありまして、これが産後の鬱であるだとか虐待についての対策ということ

で、産婦ですが、生まれて２カ月、それから１カ月以内に２回健診を受けれるというあたりで

フォローができていると思います。 

 以上です。 

○委員（岡崎達義君） ありがとうございました。 

○委員長（原田素代君） その他、民生費のところですが、ございませんか。 

○副委員長（福木京子君） はい。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 民生費全体ですね。１つずつでええですかね。 

○委員長（原田素代君） できれば１つずつにしてください。 

○副委員長（福木京子君） １つのほうがええんでしょう。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 59ページの敬老会の助成金のところでこれは出てきてるんですけ

ど、昨年と大体同じことだと思うんですが、昨年はいろいろ請願があったり、ある地域によっ

てはいろいろあったんですけど、これについて、そういう領収書もきちっと出してもらうな
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り、適切な指導というんか、そういうものはされてきて、問題は今はないですか。そこの辺を

確認したいんですが。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） はい。 

○委員長（原田素代君） 国正課長。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 御質問いただきました、本会議でもありま

したけど、制度の中身といたしましては31年度も従来と同様でございます。それから、交付申

請、実績報告等の確認につきましてはきっちりとやらせていただいております。ただし、地域

の中ではいろいろ御議論があるようで、そのような区長、町内会の中ではいろんな御議論があ

るというのは伺っておりますが、事業としては前年どおりやらせていただきます。 

 それから、昨年は議会のほうに御迷惑をかけまして、この場をおかりしましておわび申し上

げます。地元の区長、町内会長さんですが、約４分の３の方から御意向を確認させていただき

まして、そのうちのさらに４分の３の方は今のままでよいというふうな御意見もいただいてお

ります。制度全体の見直しについては、今後のまた検討課題と考えております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。それで、町内会のことは町内会の議論と言うんで

すけども、助成金を出してる立場としては、そういう問題点とかそういうものがあった場合は

その事情を聞いて適切な指導をするということは大切だと思いますので、それは要望しておき

たいと思うんですが、御答弁願えたらと思います。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） はい。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 確かに承りました。了解いたしました。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 福祉タクシーの件ですが、これは60ページの福祉タクシーの事

業、これが690万円ほどなんですけど、これの利用というのが、聞いたら大体８割ぐらいか何

かじゃないんですか。その利用状況を正確に今どのぐらいか。それから、それを、せっかくで

きとるものを大いに活用していただく対策みたいなのも要ると思いますし、それから公共交通

は、これは総務なんですけど、移動の足の関係としては、さらにこれを充実させるという意味

では非課税のそういう制限を少し柔軟に対応するとかそういう検討もされてきてると思うんで

すが、その点はどんなんでしょうか。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 失礼します。こちらも、本会議でもありま
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したが、制度としては福祉目的で、要は閉じこもりを予防するという観点でこの制度はしてお

ります。企画のほうの地域交通を埋め合わすためには、余りにも小さな助成の制度でございま

す。それから、対象者を拡大するというような御意見、それから過去には初乗り料金じゃなく

て一度に何枚でも使えるようにしてというような御意見もいただいております。本会議でもお

答えしましたとおり、これからの検討課題と考えてございます。 

 それから、利用率につきましては、交付は月当たり２枚ということでございますので、４月

に申請されれば24枚お出ししますけど、例えば３月に申請されれば２枚お出しします。という

ことなので、分母がちょっとばらつきますので、正確には申し上げかねるんですけど、おおむ

ね６割程度の利用と見ております。中には、利用の予定がないんじゃけど対象者じゃからお守

りのように、車に乗られるような方でも申請して持っとこうかというような方もいらっしゃる

ので、利用率はその程度におさまっております。 

 それから、総数といたしましては、高齢者人口の増加に伴いまして交付させていただいた高

齢者の方の数というのはふえてますし、利用のほうも徐々に伸びてはございます。今後の拡大

につきましては、制度改正等も含めて検討していくというふうに御理解ください。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 検討していくということは、毎回多分そういう御答弁でここ何年

か来てるとは思うんですが、現実問題、高齢になって車を手放される方が急速に周辺ではふえ

てきてて、バスしかないんで、でも結局足が弱くなったらタクシーということなんで、せっか

くある制度をもう少し利用、６割じゃなくて、もっと利用しやすく、８割程度とか、そういう

ふうに利用していただくような努力が要るんじゃないかなと思いますし、何で６割程度にとど

まっているかという分析も要ると思いますし、福祉制度だからということなんですが、小さい

助成になるんだけど、縦線じゃなくて横線の行政としても検討していただいて、これは非常に

重要なというんか、高齢化の社会にとっては、これは急がないと間に合わないというふうな状

況の制度だと思いますので、その辺の検討を本当にしていただけるんか、毎回しますというこ

とじゃ納得がだんだんいかないようになってきてるんですが、再度の御答弁をお願いします。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 正直申しまして、これは財源といたしまし

ては国とか県とかの補助金はございません、一般財源を使います。市長がよく申し上げますけ

ど、財源も含めて検討する必要があると思います。 

 それから、制度として細かい微調整は可能とは思うんですけど、この制度には限界があると

感じてまして、発想の転換をいたしまして、この制度が地域交通を支えるものとしてではなく
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て、もっと違った形の地域の高齢者を支える、交通弱者を支えるような取り組みが必要かとい

うふうに思います。検討しないというようなことは申し上げませんが、財源的にも厳しいもの

があるというのは申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） そう言われれば、それはわかります、それは福祉の関係ですか

ら。だけど、高齢化社会になって、それから坂の多い団地もあったり、現実に車を手放したら

出られないという状況で、閉じこもりがちになりやすいのは確かです。これは、行政として横

線で、福祉の分野からもしっかりと声を出していただいて、行政全体で取り組んでいただかな

いと解決できないと思いますので、要望しておきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） その他のところで民生費です。 

 保田委員。 

○委員（保田 守君） 59ページの負担金、19節、老人保護措置費負担金というのは、これは

ちょっと勉強不足なんで、内容はどんな分なんですかね。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 老人保護措置費というのは、養護老人ホー

ムへ入所いただくための費用でございまして、予算説明資料で申しますと、46ページ、47ペー

ジのところにございます。ゼロ、ゼロ、３、上から４つ目ぐらいでございます。 

 老人ホームには、老人福祉法による老人ホームは２つございまして、１つは特別養護老人ホ

ーム、介護が必要な方がお入りいただく施設で、要は介護保険法上の介護保険施設といいまし

て、介護保険の給付で賄われるようになっております。そのほかに、環境上の理由とか経済上

の理由で御自宅で生活が困難な、養護が必要なような方につきまして、介護が必要な状態では

ないんですけど御自宅で生活が困難なような方につきまして、老人福祉法に基づく措置といい

ます、いわゆる行政処分でお入りいただくようなもので、そちらに対しまして施設の費用、大

体１人当たり月18万円ぐらいを市がお払いして入っていただくような施設でございます。それ

から、入所者につきましては歳入がございまして、御本人さんの収入に応じて負担をいただく

というふうな仕組みになってまして、予算上は10人を予定してございます。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） ほんなら、施設へ必ず入るということを前提にということですか。施

設へ入らにゃおえん状態になるような人が出てくるからということで予算計上しとんだろうと

思うんですけども、今までお世話しとる中でそういう状態になってきたらということですか。
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家族から申請があるということが前提なんだと思うんですよ。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） まず、高齢者の入所施設としていろんなも

のがあるんですけど、一番福祉的な措置の要件が強くて、お金のある方、年金が多い方なんか

は有料老人ホームやあるいはケアハウス、そういうものとかにお入りいただきます。それとか

民間のサービスつき高齢者住宅なんかにもお入りになると思います。経済要件が一番大きく

て、年金の多い方は、残念ながら市が行政処分で入っていただくというこの措置の制度はお使

いになれません。実際は地域でお困りになる方々、窓口としては地域包括支援センターなどが

こういう方々、措置をする人が、養護老人ホームへ入っていただくほうがええんじゃないかな

というような案件を、民生委員さんなどから情報が集まってまいります、そちらのほうを調査

いたしまして、この措置に該当するかどうか市のほうで組織判断をいたしましてお入りいただ

くという制度でございます。 

○委員（保田 守君） はい。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） わかりました。60ページの20節扶助費、これの高齢者及び重度身体障

害者住宅改造助成事業という事業はどういうもんなんですかね。介護保険なんかで住宅改造の

部分があるんとはまた別なんですかね、これ。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） それでは、高齢者及び重度身体障害者住宅

改造助成事業について御説明いたします。 

 まず、御承知のように介護保険のほうで、20万円までは保険給付の対象といたしましてその

９割が保険給付される制度がございます。それに対しまして御本人さんに市民税がかかってな

い方を対象に、上乗せで33万3,000円を上限に３分の２の割合で助成する制度でございます。

それから、それにつきましては、財源といたしましては33万3,000円のうちの半分を県が持っ

てくださるという仕組みになっております。それから、身体障害者につきましても日常生活給

付事業という事業がございまして、これも介護と同じように20万円の助成があります。それだ

けではできない工事などができるように同じ基準で上乗せをするものでございます。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 保田委員。 

○委員（保田 守君） ほんなら、従来の制度の上に、今の市民税がかかってなかったりした

ら上乗せの対象になるということやな。 

○委員長（原田素代君） よろしいですか。 

○委員（保田 守君） はい、わかりました。 

○委員長（原田素代君） その他、民生費でどうでしょうか。 
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○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 62ページの、これは心身障害者の障害者福祉の関係なんですが、

精神障害者の人の医療費の関係で、これも本会議で出ましたよね、それで身体と知的と、それ

は出てると、だけど精神障害の人が入ってないということで、永徳さんも岡山市が云々という

ふうなことを言われてましたね。私も確認してみたら、岡山市は大森市長がやりますと言うて

どうもしとるようで、12月からするようにというのを聞いて、ホームページにもう出てるかも

わかりませんけど、まだ見られてないんですか。でも、やっぱりちょっと制限があって、１年

以内とか所得の関係といろんな制限があるんですけど、一応精神障害の人にも医療費の補助を

するというふうにお聞きしたんですが、それはつかんでないですか、情報として。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 岡山市がそういう制度を創設するという情

報は、精神障害者の家族会の方々から伺っております。ホームページを確認するとか岡山市に

確認するようなことは今のところしておりませんけど、大きな動きの一つだというふうには感

じております。 

 岡山市は政令市でございますので、近隣他市の影響としては出てきますが、赤磐市の場合で

したら岡山県の公費医療負担制度というのがございまして、そちらのほうで県制度によるもの

につきましては６分の３、ちょうど２分の１を岡山県が持ってくださる制度になってます。岡

山市の動きを見まして、岡山県が公費医療負担制度を改正していただければ財源の裏づけがつ

きますので、あと半分は市のお金をつけることも考えていかにゃいけんかなというふうに思っ

てます。ということで、たちまち市単独で拡大していくのは困難かなというふうに考えており

ます。貴重な情報をありがとうございます。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 財源の関係もあるでしょうけど、障害者は精神の方だけ入れんと

いうのは、これは不公平ですよね。それで、県内でも請願が大分出されてる、赤磐に出てない

ようですけど出されてて、岡山市は12月議会で請願が出されて、請願のほうはいけなかったけ

れども、そういう人たちの声で市長がうんと言ったというふうなとお聞きしております。で

も、県がしてないということじゃから、独自の予算でしょうから大変ですけど、一定程度いろ

んな制限みたいなのがあるみたいですね、１年以内とか所得の関係とか。ちょっと大変ですけ

ど、でも一歩前進で、岡山市のようにそういうふうにしてくれるところがあれば、それが広が

って、県がせざるを得ないというふうになってくれば一番いいとは思うんですけど、ぜひ情報

を仕入れていただいて、赤磐市も隣接の市ですから、研究をしていただけたらと思います。要

望しておきたいと思います。答弁をお願いします。 
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○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 財源の話をしてしまいましたけど、しっか

り研究させていただきます。ちなみに、本会議でも申し上げましたが、赤磐市で精神通院とい

いまして、自立支援法に基づく給付を受けてる方が550人いらっしゃいます。今の心身障害者

医療費の受給者が、たしか予算説明資料でいきますと480プラス272ですから約七百数十人ぐら

いいらっしゃいまして、それに550人が加わります。相当な数字になると思います。しっかり

勉強したいと思います。それから、議会のほうの勉強会にも同席させてもらいましたし、家族

会の方々たちとも懇談をよくさせていただいております。しっかり当事者のお声を聞かせても

らってますので、今後しっかり勉強してまいります。お約束いたします。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） その他、ございませんか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 67ページの保育士の問題、これは原田委員長がよく言われてるこ

となんですが、保育士の問題で、本会議でも一般質問があった、大森議員が言われた分ですか

ね。それで、これは臨時職員の処遇改善とか新聞には書かれてましたね。2019年から臨時職員

を対象に賃金を6.5から7.3％引き上げる計画ということで、可決されれば1,180円から1,320円

というふうな上乗せということなんですが、もう少しそのあたりを説明を願いたいなと思うん

ですが。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 保育園の臨時職員の保育士さんの賃金についてです。 

 今、開きがある部分につきましては、職務によって少し時給の単価を変えております。担任

を持たれてる先生と補助に入っとられる先生とで時給の単価に差がございます。時給単価に差

がありますが、今回、当初予算に盛り込ませていただいております改善部分というのが、時給

単価で申し上げますと時間当たり80円の増額を見込んで予算計上をさせていただいておりま

す。現在のところが、担任なしの単価が1,100円、担任ありの先生の単価が1,240円となってお

ります。それぞれに80円時給を上げる形で、１年分の臨時職員の賃金を算出した上で予算計上

をさせていただいております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） よろしいですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員が言われてた問題を私も言いますが、だからやめられた

保育士さんと、それから今回公募して入ってこられる保育士さんとかそういう現状はどうなる
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んですか、４月１日からの。そのあたりも報告していただきたいし、やはり保育士の確保とい

うのは、これは赤磐市だけでなくて全国的な、岡山県も危機感を持って、新聞報道されると知

事のほうも相当力を入れてやられるという新聞報道もありますよね、人材確保に向けた対策を

拡充する方針を示したというふうなことで言ってるんですけど、県の保育士・保育所支援セン

ターというんが県庁内にあるんですよね。そのあたりでそういう資格を持った人で橋渡しみた

いなことをされるんだと思うんですけど、赤磐市の見通しの辺を再度お聞きしたいと思いま

す。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） はい。 

○委員長（原田素代君） 戸川課長。 

○子育て支援課長（戸川邦彦君） 先ほど言われた保育士の正職の採用に関しましては、総務

のほうと鋭意努力をしていただいておるところでございます。臨時職員の採用につきまして

は、部長以下子育て支援課のほうで、先ほど委員さんが申されたとおり、保育士・保育所支援

センターなどの情報もいただきながら鋭意進めているところでございます。 

 現在の来年度の見込みでございますが、保育士の配置につきましては国の最低基準というも

のがございます。国の最低基準というのは、現場においてはなかなか厳しいものがございま

す。その最低基準は守る形で配置のほうはできる状況でございます。ですが、現場のほうへも

保育士の配置が必要というところで、一例を挙げさせてもらいますと、一番ちっちゃな園にな

りますが、実質のところは、国の最低基準でいきますと保育士の配置が３名で十分だろうとい

う配置基準ではありますが、なかなか３名ではとても運営ができません。で、管理職を除きま

して、現在のところその園につきましても５名の保育士プラスパートの短時間の保育士を置く

ような配置ができる見込みでございます。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。そういう配置ができる見通しということなんで、

常に努力をしないとほかのほうが条件がよかったり。やっぱりある程度長く勤めていただかな

いと、せっかく資格があるんですから。処遇改善に特に力を入れていただきたいことと、それ

だけではない、保育園内の仕事の量とかいろいろあると思います。そのあたりは、原田委員も

大分言われてますので、ひとつ十分力を入れていただきたいなと思います。保育士の関係はい

いです。 

○委員長（原田素代君） じゃあ、ちょっとここで、休憩を入れさせていただいていいです

か。 

 そしたら、20分まで休憩とさせていただきます。 

              午後２時11分 休憩 
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              午後２時20分 再開 

○委員長（原田素代君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

 現在は、56ページから69ページまでの３款民生費の質疑を受けております。その他でござい

ませんでしょうか。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これは何ページかわからない。複合型介護福祉施設管理事業で

1,000万円、説明がありましたよね。 

○委員長（原田素代君） あった。 

○副委員長（福木京子君） これは何ページか探したんですが……。 

○委員（岡崎達義君） 45ページ。 

○副委員長（福木京子君） 説明が45ページはわかるんですけども。 

 予算書がどこかわからないんですが。 

○委員長（原田素代君） 57、58のあたりに。 

○副委員長（福木京子君） 聞くことはもう……。 

○委員長（原田素代君） じゃあ、質問を……。 

○副委員長（福木京子君） 質問いたします。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これは、管理事業ということなんで新しい事業なんですが、

1,000万円ほど。これは、複合型介護施設に交流の部屋がありますよね。あれは、市が直営で

管理するというふうな説明があった。この関係なんですか、1,000万円というのは。そのあた

りを細かく説明願います。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 資料の45ページですが、委員さんおっしゃったように、交

流スペースは市が管理するんですが、それに加えまして、施設全体の消防設備の委託料であり

ますとか電気設備業務委託料であるとか、全体に係る経費も入っております。 

○副委員長（福木京子君） どこへ書いとるかな。 

○委員長（原田素代君） 細かいところに書いてある。 

○副委員長（福木京子君） 細かく書いてある。本当だ。 

 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 細かく書いてありますよね。それで、このスペースに関する予算

は幾らぐらいするんですか、交流スペース。どれを見たら載っとんか。 
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○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） この中の電気でありますとか水道等がかかわってくるの

と、事業用備品を計上しております。 

○副委員長（福木京子君） はい。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） それは細々書かれとんですが、そうしたらこれは全体で1,000万

円かかるということなんですね。 

 だけど、聞くほうもあれなんですが、使用料及び賃借料、全部細かく分かれてるんですが、

どういうふうに考えたらいいんですか。交流スペースを市が管理して、いろんな地域の人に交

流していただいて、それにかかる全ての予算ということになるんですか。どういうふうに考え

たらいいですか。市が1,000万円ここへつぎ込んで、市が管理するということですね、大まか

に説明すれば。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 先ほどの説明と重なるところがありますが、電気料であり

ますとか水道料等は、市が管理しております交流スペースにかかる料金を計上しております。

あと、施設全体の管理としまして、消防用設備の点検委託業務ですとか、冷暖房機の保守点検

でありますとか、病害虫のゴキブリ駆除でありますとか、定期清掃とかに係る業務と２本立て

といいますか、交流スペースに係る事業費とあと建物全体に市が担当すべき業務の計上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） そういう説明されたらわかるんですが、民間にいろんな事業を管

理委託してますよね。そこの予算と、それからこういうそこを利用、全体されますよね、それ

との予算の住み分けみたいなのはどう考えるんですか。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） これは、基本協定を締結しまして、細かな担当のところを

決めております。それに従いまして予算を計上しております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） この施設というのは公設民営ということで、市にとってはこうい

う大きな施設は初めてですよね。これを全体を運営していくのはいろんな問題も出てくると思

う。基本協定というものは、委員会には示されてはない。どういうところを市が予算を使う
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か、民間はここまで出すかというふうなことを今、ある程度委員会にまで……。 

○委員長（原田素代君） 出てないな。 

○副委員長（福木京子君） そこまでは出すあれはないんですか、出す必要性というんか。ど

うなるんかなと。公設民営ということですから、そこがちょっと難しいなと。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 当初予算の編成が11月、12月で行っておりまして、オープン

は御存じの４月１日ということでございまして、先ほどから課長が言っておりますように、交

流スペース、これは面積案分等でもう協定をしておりまして、そういったところの電気代であ

りますとか全館の消防の保守点検でありますとか、そういったものを予算化させていただいて

おります。 

 しかしながら、まだオープンまでいろいろ協議もいたしましたり、それから電気代につきま

しても県からの指導がありまして、一旦市が電気代を払って、それを後から指定管理者であり

ます運営事業者に納入していただくというような形の指導もいただいておりますので、また予

算の組み替えが必要になるのかなと。組み替えといいますか、補正が必要になるのかなという

ことで考えております。予算編成を行いました昨年の時点でのこれは一応1,000万円の予算と

いうことで、先ほど言われました案分等につきましてはもう既に協定の中で取り決めをしてお

るところでございます。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりやすくまた説明も願いたいと思います。それを言うておき

たいと思います。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） まだオープンに向けまして今準備をしているところもござい

ますので、また厚生常任委員会のほうで報告をさせていただきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） ちょっといいですか。今の関連なんです。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代です。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 交流スペースは市の管理だということを私は自覚していませんでし

た、だから交流スペースも何もかも全部業者の運営だと思っていましたので。そういう説明を

受けた記憶がありますか。ないですね。だから、多目的でさまざまな目的別の施設ができる中

に交流スペースは必要だと、我々も要求しましたし。それも含めてワンパッケージで50万円の
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向こうの借代をもらえるというふうに理解してましたけど。 

 もう１つは、これはあくまで暫定的な1,000万円だと理解していいのか。それから、今後の

恒常的な運営費、ランニングコストは幾らになるのか。全館のランニングコストと交流スペー

スは別だとおっしゃるけど、どんな交流スペースになってるのか、それもイメージができませ

ん。例えば、赤磐市の職員が配置されて、そこで赤磐市の職員がいろんなことをするのか、も

しくは、私はＯＳＫが来てるってことはＯＳＫさんがそこでいろいろな健康予防体操をするな

り交流スペースでされるんだとばかり思っていました。そこをもう一度わかりやすく説明して

ください。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） ＯＳＫさんがもちろんあそこに入られて、健康に対するそう

いった教室等も開いていただくのは事業者の一員としてやっていただくようにはなってます。

また、あそこのこの前式典を行いました２つの広いスペース、あれにつきましては市が積極的

にかんでいって、地域の方々があそこでお集まりになって、憩いの場として、また百歳体操と

か、そういった形でできたらなということで考えておりますけれども、具体的にまだ何をする

というところまではいっておりません。ですけれども、今課長が説明しましたように、あそこ

のスペースとしては市が持つ部分があるということで、この予算を計上させていただいとるわ

けです。先ほど言いましたように、年末の時点での予算計上でございますから、ここに全部が

全部1,000万円で、来年度これを管理費として支出するかどうかというのはまだ暫定的なもの

が多いわけでございまして、結局先ほど言われましたように、月50万円の納付で600万円入っ

てくるのに1,000万円も使うんですかというところもあるかと思いますけれども、この中には

そこにちょっとあります事業の関連支援事業の委託料440万円も含まれているわけでございま

して、先ほどおっしゃってましたけど、事業が適正に行われているかどうかという監視的なも

のを委託できたらなということで、その440万円も含めさせていただいて計上をさせていただ

いとる面もありますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） 全然成長がないな。 

 はい。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 事業監理支援業務委託料は誰に払うものですか、これは毎年この金

額が必要になってくるんですかというのが１点。 

 それから、交流スペースは市が管理するっていうのは、ちょっと無理があるような気がする

んです。例えば、交流スペースに民間のほかの施設を受けてる業者さんは入れません。使用料

を取って、使用料をもらって彼らが入る。例えば、ＯＳＫさんがそこで何かやるんなら場所代

はもらうとかそういう発想なんですよ、市の管理のスペースであるならば。要するに、市は電
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気代も暖房費も全部出します、だけどＯＳＫさんも使っていいですよ、ほかの何とか何とかさ

んも使っていいですよだったら何で市がそこを維持管理しなければいけないのか。一括委託が

なぜできないのか。それから、全館のさまざまな保守点検とか、そういったものっていうのが

どうして市が持つのかよくわからない、全てが、更地にした土地だけは市だけど、あとは全部

民間がやるんだというふうに認識をしていましたので。 

 だから、基本的なランニングコストと、それから交流スペースなるものが特別にそういうふ

うに市が維持しなきゃいけないこと、それからさっき最初に言った事業監理支援業務委託料と

いうのは誰に払うのか、この３つを教えてください。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） まず、事業監理支援業務委託料につきましては、先ほど言っ

ておりますように、小規模多機能でありますとか、サ高住でありますとか、グループホームで

ありますとか、そういう機能が正常に機能してるかどうかという監視を・・・・・・・・・・ 

・、こちらのほうにということで思って予算をつけてるんですけれども、これについては今後

の運営の状況を見て委託するかどうかというのは判断したいと思っております。 

 それから、２つ目は……。 

 電気代でしたかね。 

○委員長（原田素代君） あともう１つ……。 

 だから、交流スペースがなぜ別格なのか。何で市が……。 

○保健福祉部長（直原 平君） なぜ別格なのか。 

○委員長（原田素代君） 何で市が交流スペースだけは管理する……。 

○保健福祉部長（直原 平君） 一応ＯＳＫさんも入りますけれども、あそこについてはいろ

んな用途が考えられるわけでして、例えば住民の方があそこでバスを待っていただくとか、将

来的には、もし――これはできるかどうかわかりませんけれども――簡単なカフェのようなも

のができたらなとか、そういったところで交流スペースを考えているところでございまして。

それから、介護予防、健康づくり、子育て支援、こういったところもやっていきますよという

ことでこういった見学会のほうにも書かせていただいとるスペースでございますので、そうい

ったところでそちらのほうの負担も考えております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 何を言ってるんですか。そのチラシはＯＳＫの営業チラシですよ。

1,000円も2,000円も取ってやりますっていう案内でしょ。キッズ何とかとか、ＯＳＫがこうい

った事業展開しますよっていうチラシでしょ。違うんですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員、これじゃないですか。これですか。 

○委員長（原田素代君） 裏のほうにあるでしょ、ＯＳＫさんが……。 

○保健福祉部長（直原 平君） 書いてありますね。 
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○委員長（原田素代君） そういうクラスをつくるって。 

○副委員長（福木京子君） そのあたりの説明をもう少しわかる方がそれでちゃんと説明を願

います。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） この前の竣工式をしたスペースですが、これはＯＳＫが行

います介護予防事業のスペースと、さっきから出ております地域交流のスペースと、２つの区

切りを外していたのであのスペースが大きくなっていたんですが、今お伝えしたように、介護

予防事業のスペースはＯＳＫさんに、それにかかわる事業費というか、光熱水費でありますと

か面積案分によります費用は納入の中に入っております。 

 先ほどから言っております地域交流スペースは、部長も言いましたように、地域の方が寄っ

て少しお茶を飲んだりだとか、バスを待つ間の過ごし方でありますとか、介護保険とか健康増

進のほうもそれに係る地域交流スペースを使った事業の展開もある程度考えておりまして、な

のでスペースが一緒になっている説明になっていたのかなと思いますので、そこは訂正させて

もらいます。 

 赤磐市が光熱水費等支払うのは、地域交流スペースの面積案分にかかわるものです。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） まず、・・・・・・・・・・・に監理支援業務を委託しようかなと

いうことでとりあえず440万円。で、わかんないと、今後は。これは今年度予算ですね。１年

間やるんですね、440万円で。来年以降はわかんないってことですね。そういう……。 

○保健福祉部長（直原 平君） 来年度というか、来年度予算。 

○副委員長（福木京子君） 31年度。 

○委員長（原田素代君） わかりましたよ。来年度予算でしょう。だけど、今後はわかんない

んでしょう。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 来年度、平成32年度以降については、軌道に乗りましたらそ

の必要は全くないというふうに判断しておりますので、予算化はするつもりはございません。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 要するに、しょっぱなのごたごたしてるときにきちんとやってるか

どうか監理をしてもらうという目的だと。こういうのって、本来はずっと継続してちゃんと事

業が進んでるかどうか監理されるべきものではないのですね。わかりました。まあいいでしょ
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う。それが・・・・・・・・・・・・・なんですね。 

 もう１つは、交流スペースとＯＳＫさんが使われるスペースは、仕切りがあるので一緒にな

らないということですね。そうすると、交流スペースは誰が運営するんですか。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 交流スペースにつきましては、市が運営するようになりま

す。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 誰が配置されるんですか。なんか非常に……。 

○副委員長（福木京子君） それでは、50分まで休憩いたします。 

              午後２時40分 休憩 

              午後２時50分 再開 

○副委員長（福木京子君） それでは、休憩前に続いて会議を再開いたします、原田委員が言

われとるから、私が委員長をさせていただいて。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） お尋ねのハートフル太陽の交流スペースということでござい

ますけれども、市といたしましてもこの施設が初めての施設ということで、市民の方に十分に

利用していただいたり、安全で快適なスペースを目指すということでございまして、今のとこ

ろは市が幾らかの電気代でありますとか、そういったものを予算化させていただいてるという

ところでございます。そういったことで、交流スペースにつきましては今後も市が管理すると

いうことでお答えしたいと思います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） １つ抜けてらっしゃるのは、誰が配置されるのかということと、あ

と基本協定の説明。そもそも案分とかなんとかおっしゃってらっしゃるけれど、業者さんとど

ういう協定を結ばれたかっていう説明を受けてないということに、はたと気づいたわけです

よ、交流スペースの扱いを理解してないということは。ですから、そのことについて、細かい

案分の数字は要らないんですよ、ただこれはこうします、これはこうしますというところぐら

いはきちんと協定の説明をまずしてください。それから、さっき伝えました交流スペースは、

市の職員の誰が配置されて、どういう形の目的で使われているのかを教えてください。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） あそこの交流スペースに誰が配置ということは、この前竣工

式のときに見ていただきましたように１室でございますので、誰かがあそこに配置されている
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ということは考えておりません。指定管理であります昭友会の方に全体的な管理の中でやって

いただくということで思っております。 

 それから、案分についての協定ということでございますけれども、きょうの時点では詳しい

資料がございません。今後につきましては、またそういった案分の内容についても委員会のほ

うで御報告をさせていただきたいということで御理解をお願いしたいと思います。 

○副委員長（福木京子君） それから、基本協定の説明。 

○委員長（原田素代君） だから、それは今聞くんじゃ……。 

○副委員長（福木京子君） それはいいですか。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 結局昭友会さんが管理されるわけでしょう、要するに市の職員を特

段置かないということは。てことは、何でホールだけにお金を払うのかなっていうことが納得

できません。 

 それから、協定書をこれから説明というのは余りにも雑ですね。もう議案として出された議

論を今してるのに、議案の根拠となる情報がまだここに出されてないで私たちは採決を求めら

れるわけですよ。だから、例えばホールを市が運営するというのは認められないといったとき

に、私たちは議案としては通せないわけですよ。だけど、それはこの先からやりますと言われ

たら、私たち自身責任持った判断ができませんよね。そう思われませんか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 申しわけございません。先ほどからも申し上げておるよう

に、この交流スペースにつきましては地域の住民の方が快適に、安全に、そして憩っていただ

くようなスペースを目指しておるわけでございまして、それは市が管理するという中で、今回

ある程度の電気代、必要経費、そういったものをこの中に入れさせていただいとるということ

で御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） だから、そしたら……。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 委員の皆さんに私のほうからお諮りというか……。 

○副委員長（福木京子君） では、委員長……。 

○委員長（原田素代君） まだ一応委員として発言をさせて……。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） だから、要するにもう議案として採決をしなきゃいけないんです

よ。ですけど、この施設の運用に当たって、この期に及んで私たちが知らないことが出てき、

さらにはその説明はまた今後と言われておりますが、これで採決をしてもいいんでしょうかね
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というのは、私は委員長としてこんないいかげんな採決はありかなと。時間が迫ってると言わ

れればそうなんですけど、余りにもおざなりですよね、説明が。愕然とするんですけど。委員

の皆さんで……。 

○副委員長（福木京子君） いいですか、原田……。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 私がまだ委員長で。 

○委員長（原田素代君） うん、やって。 

○委員（岡崎達義君） よろしいか。 

○副委員長（福木京子君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） 事業監理支援業務委託料440万円、それであれは50万円でしたかね、

月に。 

○委員長（原田素代君） 50万円です。 

○委員（岡崎達義君） 600万円でしょう。そしたら、これは業者に返してるようなもんじゃ

ないですか。そうじゃないんですか。何か名目をつけて、業者にたくさんもらって申しわけあ

りませんね、これだけ返しますからね、うちは160万円だけでよろしいよというような、そん

な感じにも受け取れなくもないですけど、そんなところはないんですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 業者に返すというあれですけど、50万円につきましては、指

定管理の昭友会のほうから毎月50万円納入金として納めていただくということでございまし

て、これにつきましては、先ほど言いましたように、予定的には・・・・・・・・・・・とい

うところに一応軌道に乗るまで、機能しているかどうかの確認を来年度１年についてはつけさ

せていただくということで、確かに事業者は違うかもしれませんけれども、返しているような

もんじゃないかとおっしゃれば初年度はそうなるかもしれませんけれども、そういうことで予

算化をいたしております。まだ……。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

 もういいですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほど・・・・・・・・・・・という名前を出しましたけれ

ども、これは今までの流れでそう申し上げただけで、これにつきましてはまた必要であれば入

札等させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（原田素代君） ちょっと待ってよ。今そんなこと言うちゃいけんわ。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 市長。 

○市長（友實武則君） 全部修正させてもらいます。今回1,000万円の管理を費用として上げ
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させていただいております。これは、実はこの施設は赤磐市としても、あるいは全国的にもこ

ういった形で、公設民営でこういう施設っていうのが余り例を見ない施設でございます。そう

いったところから、特に地域交流スペースというのをどういう使い方をしていくか、あるいは

どのような管理をしていくか、詳細にはまだ詰められていないということが１つございますけ

ども、今後これを安全に、また来られた方が快適に、また来ようと言っていただけるような施

設にしていくためにはどのような管理運営をしていくか、これはまだこれから赤磐市や関係の

企業あるいは昭友会、そういったところとしっかりと詰めていかないといけない。 

 そういった中で、電気代や水道代、こういった光熱水費についてはある程度想定がつきます

ので予算を上げさせていただいておりますけども、全体的にはまだこれから詰めていく中で、

幾ばくかの費用が伴うものという想定で、ちょっと乱暴ではございますけども、概算的に全部

で1,000万円を計上させていただいているということでございます。そして、その中に、公設

民営で事業を行ってきて、振り返ってこれから先の管理運営に対して問題点を残さないため

に、管理運営上の、いわゆるＰＤＣＡを回すために民間コンサルを入れて、これを将来に安定

的に運営するための検討用の費用を同じく検証させていただいて、全部で1,000万円という計

上にさせていただいております。 

 甚だざっくりとしたことで申しわけないんですけども、何とぞ御理解いただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○副委員長（福木京子君） 岡崎委員、いいですか。 

○委員（岡崎達義君） はい。 

○副委員長（福木京子君） このことについて、他の委員さんは何かありませんか。 

○委員長（原田素代君） それは採決に耐えられるかどうか。 

○副委員長（福木京子君） 予算が出て、ちゃんと採決できる状況でよろしいですか、今の説

明で。 

 委員長、お返しを。 

○委員長（原田素代君） 私がかわります。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代いたします。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） そうなんですよ。今の市長の説明は、その経緯がこうでございます

という説明なんですけど、問題はこういう議案の出し方が、もう本会議中の委員会に出される

議案に適正なのかどうかということに今私は危機感を持ってるわけです。 

 それで、そういうざっくり1,000万円ですという話が、ざっくり1,000万円ですって私は委員

長報告をとてもしたくない。そんなことを認めたのかと言われるわけですよ。もっと言えば、

一部の施設は実は市の管理だということをこの期になって知る。この事態を、私たちは議案と

してここで全体を見て、それでも必要ならいいんじゃないのって通すのか、要するにそんな議
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案では審議ができませんと、審議未了になりますと、議案を出し直しなさいと言わなければい

けないのではないか。でも、そうするとかけようがない、こんな寄せ集めてやってるし、それ

で今後はなくなる事業があったり、こんな予算の立て方なんてないですよ。どこかの丼勘定で

しょう、市民団体の。議会がこんな。ひどいですよ、事業費、委託料、使用料及び賃借料、備

品購入料、全然あれもこれもパッケージにしましたって感じだし。 

 これからこれがずっと恒常的に出るランニングコストだったら、それはそれで議論の余地が

あるけど、あれはしない、これはしないで今回一発予算だっていうようなことであれば、議論

にかからないんじゃないですかね。 

 岡崎委員。 

○委員（岡崎達義君） ここへ細かく分かれて出てますので、この分かれて出てるのはどうい

うふうな計算式によって出てるんですか。施設全体の電気代とか、いろいろなもんが出てます

よね、備品購入費だ何とかだって、そのうちの何％は市の負担っていうことで出してるんです

か。それとも、そういう根拠もなしに、これぐらいかかるだろうというおおよそのを出しとん

ですか。そんなふうに見えて仕方がないんですけどね。ただ1,000万円というのを出して、幾

ばくかを業者に還付しようかという、そういうふうに思われても仕方ないような予算編成です

よ、これ。そんなことないですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 30年９月に、複合型介護福祉施設の指定管理業務の基本協定

書を昭友会さんほか、共同事業体と結ばせていただいております。それには個々にいろいろ書

いてあるんですけれども、その協定書の中に今回納入する納入金の明細、総括表もございま

す。その計算に基づいて、市が負担すべき電気代でありますとか、先ほど言いました消防施設

でありますとか、そういったものをここへ載させていただいておるということでございます。 

○委員長（原田素代君） あのう……。 

○副委員長（福木京子君） 委員長だから。 

○委員長（原田素代君） そしたら、妥協案を提案したいと思うんですけど、今の説明資料の

説明のくくりでは余りにも説明になりませんので、まず、要するに交流スペース以外の恒常的

に今後も何年もこれだけは必要なもの、例えばそういう委託料とか電気何とか料とか水光熱費

とか、今後これは恒常的に要るランニングコストだっていうものがまず１つの柱。もう１つは

440万円、今年度限りで委託をする予定のものがもう１本。もう１本は、交流スペースについ

て、とりあえず暫定的に来年度の維持運営費、要するに施設全体のランニングコストとは別に

交流スペースとしてのランニングコスト。この３つに分けてここの中で説明をしていただけれ

ば、とりあえず筋は通るんではないだろうかと。 

 だから、要するに言ってしまえばみそもくそも一緒なわけですから、きちんと項を起こし
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て、これはあれ、これはそれって言って、トータルで1,026万7,000円になりますと。これは、

こんなことを私が妥協するのもいかがなものかと思いますけども、この期に及んで、私は筋を

通したいですけど、そうもいかないでしょうから、そういう組み替えをしていただくっていう

ふうに、委員のまず皆さんのほうでそれでいいかどうか、それで執行部がそれに応えていただ

けるのかどうかここで確認をしたいと思うんですけど、もっといい意見があれば、こういうふ

うにしたらもっとわかりやすいなとか。どうでしょうか。 

○副委員長（福木京子君） ええですか。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） この基本協定というのを見せてもろうてないからわからんのんで

すよ。だから、これは多分基本協定を結んで、案分率を市が使う……。 

○委員（岡崎達義君） それは今言ったってどうしようもない。 

○副委員長（福木京子君） いや。それは案分率を多分決めて、その請求どおりここへ予算を

上げてきとんですか。多分そうだと思うんですよ。それで、それは市が絡むんだけど、全体の

管理は昭友会でしょ。そこの一角だけを市民が……。 

○委員長（原田素代君） 管理は市でしょう。 

○副委員長（福木京子君） だから、そこが二重になってるでしょう。全体としては昭友会に

見てもらうんだと、人は配置はせんと言うわけですから。全体としては昭友会が管理すると、

だけど案分率として市民がそこのは自由に使うから市としては負担せにゃいけんじゃろうと、

その基本協定に基づいて、案分率をちゃんと書いとるからその計算どおりここへ予算化したん

だということでしょう、多分。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。 

○副委員長（福木京子君） こういうふうな感じにとれますけどね。 

○委員長（原田素代君） その柱をまとめてください、これを総花的にばっと落とし込まない

で。そしたら、恒常的なものと、今回だけのものと、ことしだけのものとっていうふうにして

くださればうまく……。 

直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 暫時休憩をお願いします。 

○委員長（原田素代君） はい、これはかかるな。 

○副委員長（福木京子君） その時間を決めとかにゃ。 

○委員長（原田素代君） 15分でいいか。20分までにするか。 

 それは配るおつもりですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） いえ。 

○委員長（原田素代君） そうじゃないのか。 

 じゃあ、15分まででいいかな。だから、配るんだったら印刷してこなきゃいけないから時間
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かかる。 

○副委員長（福木京子君） だから、20分にしてあげたら。 

○委員長（原田素代君） 20分までとります。休憩しましょう。 

              午後３時９分 休憩 

              午後３時20分 再開 

○委員長（原田素代君） 休憩前に引き続き会議を再開いたしますが、最初に直原部長から答

弁をお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほど申し上げました・・・・・・・・・・・という分の取

り消しをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○委員長（原田素代君） 最後までおっしゃってください。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほど私のほうが申し上げました・・・・・・・・・・・と

いう固有名詞につきまして、取り消しをお願いしたいということでございます。 

○委員長（原田素代君） 委員の皆さん、今、部長のほうから発言の取り消しの申し出があり

ましたが、これは委員会の皆さんの総意で決めることだそうです。 

○副委員長（福木京子君） いいです。 

○委員長（原田素代君） いやいや、皆さん、そんな気前のいいことを言わずに。何で取り消

すのかわかんないんですけど。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。 

○委員長（原田素代君） はい、どうぞ。 

○保健福祉部長（直原 平君） これにつきましては、「コンサルタント事業者」ということ

で取り消し、訂正をお願いしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） わかりにくいことを言うなあ。だから、固有名詞はなくして、「コ

ンサルタント事業者」という言葉に置きかえることを提案されてるわけですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） そうです、はい。 

「コンサルタント会社」です。 

○委員長（原田素代君） よろしいんですか。「コンサルタント会社」に訂正ですか。 あの

固有名詞は取り消されて、新たに訂正の文言を言ってもらえばいいんですね。ただ、私はもう

１つ聞きたいんですけども、いいですか、要するに最終的には先ほどの業者が受ける可能性も

あるというふうに理解していいんですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） これにつきましては、モニタリングの業務ということで、先
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ほどから説明しておりますものを見積もりによりまして440万円つけさせていただいておりま

す。これにつきましては、今後入札等を行いますということまででございます。 

○委員長（原田素代君） じゃあ、もう一度諮ります。 

 取り消しについての御同意はいただけますか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、取り消しは承認されました。 

 訂正を改めて発言してください、どういうふうに訂正するか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほどのですか。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほどの440万円につきまして、「・・・・・・・・・・・

から見積もりを」ということだったと思います。 

○委員長（原田素代君） そこはもう取り消してるので……。 

○保健福祉部長（直原 平君） 「コンサルタント会社から見積もりを徴取したものが440万

円」ということでお願いいたします。 

○委員長（原田素代君） もう見積もりを出してるわけですか。入札をされるとおっしゃった

んじゃないのか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 予算のための見積もりをお願いしとるということでございま

す。 

○委員長（原田素代君） 予算のための見積もり。違うでしょう。入札をするのかしないのか

聞いてます。入札されるんでしょう。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい、今のところは入札を行いたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（原田素代君） 統一してください。さっきの休憩は何だったんでしょうか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 申しわけありません。これにつきましては、今のところ入札

でいくか、また随契でいくかというのは決定いたしておりませんので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○委員長（原田素代君） 訂正の文言をもう一度おっしゃってください。○○会社からどうい

う言葉に置きかえて訂正するのかをおっしゃってください。 

 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 「コンサルタント会社に委託をするのに」ということでお願

いしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） よろしいですか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） はい、じゃあ皆さん、御了解をお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 協定書の内容にどうこうということでございましたけれど

も、この協定書につきましては、納付金に対する案分を求める協定ということでお考えいただ

けたらと思います。 

 それから、説明書の44ページ、45ページの管理事業、これにつきましては積み上げで行って

おりまして、全体がどうで、案分したものが幾らというものは出しておりません。そこの45ペ

ージをごらんいただきますように、積算につきましては、全部言うとあれなんですけど、それ

が積み上げということになりまして、事業費につきましては消耗品、トイレットペーパーとか

事務用品、そういったものの積み上げ、見込みということになっております。それから、光熱

費の115万円につきましては、電気代が100万円、水道代が……。 

○委員長（原田素代君） 直原部長、済いません、間に入って申しわけないんじゃけど、だか

ら今後、要するに恒常的にランニングコストになる分はこれです、今年度はこれですと、そこ

を分けて言っていただけませんか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 済いません、ですから、今の段階で、この予算上で今後経常

的なコストになりますのは、先ほどから言っております事業監理支援業務委託料440万円、こ

れを除いたものということで、それぞれ御説明はいたしませんけれども、そのものが経常的に

要るということでお考えいただければと思います。 

○委員長（原田素代君） 1,000万円のうち440万円を除いたものは毎年かかる維持費だと理解

したらいいということですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 今の予算上はそういったことで、電気代にしても幾ら要るか

まだはっきりしてないところがございまして、同じ施設での面積当たりの単価で積算をしてお

りますので、この差し引いた600万円が毎年素直に要るかどうかというのははっきりは申し上

げられませんけれども、平成31年度、来年度につきましては、積み上げた積算がそうなってい
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るということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） これは、この議案はそのまま。訂正は差し挟むことはしないんです

か。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほどから、ちぐはぐになりまして申しわけございません

が、これにつきましては31年度の見込みということで積み上げとなっておりますので、この計

上額でいかせていただきたいということでお願いしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） 私が申し上げてるのは、金額を変更しろと言ってるのではなくて、

予算書としてわかりやすい予算書に差しかえる気はございませんかと言ってるんです。このま

まですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 予算説明資料のところに、44、45ページにお示ししておりま

すとおりでございまして、このままお願いできたらなということで思っております。 

○副市長（倉迫 明君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 倉迫副市長。 

○副市長（倉迫 明君） 全体が1,026万7,000円の経費を計算してもらっておりますが、この

内訳を見てもらえば、その他で602万5,000円ということで財源を入れとりますが、これは土地

建物貸付収入が602万5,000円、これも毎年入ってくるものでございます。それで、ことしの予

算は積み上げてということで、だから初めてのことでもありますので、その状況を見て、次の

年度は計上させてもらうということになってくると思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） 余計わかんない。 

○副市長（倉迫 明君） 今年度はこのままでやらせてもらいます。 

○委員長（原田素代君） 600万円入ったことによって、何が変わるんですか。必要経費は出

るわけでしょう。 

○副市長（倉迫 明君） 毎年それは入ってくるものですから。 

○委員長（原田素代君） そうでしょう。 

○副市長（倉迫 明君） だから、必要経費は、それは電気、水道、そういうものは経常的に

要るものです。それは、様子を見て計上していかせてもらえばと思います。ことしはこのまま

です。 

○委員長（原田素代君） 600万円入ることによって経常経費が変わるように今御説明された

のかなと思ったので、悩みました。 

 だから、あともう１つ確認したかったのは、交流スペースが市の管理だということについて
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は説明がなかったことを、今回ここで知ったわけですよ。交流スペースの今後の運営上の問題

は、市長の御説明ではこれからの課題ですと、いいようにやりたいということで、だから交流

スペースに対する費用というのは、この中に入ってる経費の中では交流スペースはこれだけで

すというのはないんですね。これは全体の、全ての総額だと理解したらいいんですね。だか

ら、交流スペースだけの電気代とか水道代というんではないんですよね。 

直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） この施設を管理するのに、平成31年度に市が持つ事業費、委

託料、その全てがここに計上させていただいておるということでお願いをいたします。 

○委員長（原田素代君） だから、この中の事業用備品10万円なんていうのは、今年度だから

必要だっただけで、来年度は要らないとか、そういうものはないんですか。 

 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 初年度ですから、例えば簡単なテーブルでありますとか、そ

ういったものはあると思いまして、これについてはそれが整い次第、来年は外させていただく

可能性はございます。 

○委員長（原田素代君） だから、さっき申し上げたのは、今後の恒常的なものはこれ、初年

度だからこれ、コンサル料はこれっていうふうにしたほうが理解しやすいなっていうことを申

し上げたんですけど。そうやって、個別にこれは、あれはって言って対応するよりは、そうじ

ゃないんですか。 

 私は委員長として報告する責任上、きちんと説明ができるような提案をしていただきたいん

ですよ。だから、そういうふうに整理できませんか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 1,026万7,000円のうち、先ほどからも申し上げておりますよ

うに、440万円を除きました、先ほど10万円の備品とか、そういうこともおっしゃったんです

けれども、586万7,000円になりますが、こういったものが恒常的に必要になってくるというこ

とでお願いをしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） もう、皆さんいいですか。理解できましたか。 

○委員（岡崎達義君） だから、586万7,000円が予算として恒常的に出てくる、あとの440万

円はどうなるかわからんし、あと残ってるのも変わるかもしれないと、なくなるかもしれない

し、来年度予算にまた上がるかもしれないし、という話をしている。 

○委員長（原田素代君） もう一言、かわって言いましょう。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

○委員長（原田素代君） はい。 
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○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 本質的には、私は、ほかの方は別かもしれませんけど、全てが民間

にあの全施設は委託されていると思っていたんです。だから、こんな五百数十万円の維持管理

費は、要するに建物全体の維持管理費ですよね、今の説明だと。光熱水費から、修繕料から全

て。それを市が持つっていうことに驚いています。そういう契約だったというふうに認識して

いなかったから。ってことは、地べたも建物も建てさせた上に維持管理費も全部市が持って、

はい、どうぞ、民間さん、こういう事業だったんですねと、この期に及んで。それでいいんで

すね。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 最初からそういうことだったんですねということではござい

ません。 

○副委員長（福木京子君） だから、現在は。 

○保健福祉部長（直原 平君） ですから、昭友会さんと話をする中で、そういったことにな

ったということでございます。 

○委員長（原田素代君） 押し切られたってことじゃ……。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長、どこで変わってきたんですか。昭友会の話の中で変わ

ったというのは、いつの時点で変わってきたんですか。いつの時点で、その話をされる中で。 

原田委員。 

○委員長（原田素代君） 交流スペースが市の管理だからといって、市の管理だけの光熱水費

だけを私はここに計上されているもんだと思った。 

○保健福祉部長（直原 平君） そうですよ。 

○委員長（原田素代君） いや、だからさっき申し上げたのは、この施設全体の光熱水費から

電気設備保安料、消防設備代、害虫駆除代、清掃委託料が、これは交流スペースだけの分なん

ですか。後ろで首振ってるよ。ちょっと。 

○副委員長（福木京子君） もう困ったな。 

○委員長（原田素代君） そんなはずないと思うよ。五百何万円も交流スペースだけでかかる

はずがないでしょう。だから……。 

○副委員長（福木京子君） ちょっと待って。 

 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 光熱水費の115万円は地域交流に係る市が支払うもので、

これは同施設等を参考に予算計上しております。 

○委員長（原田素代君） だから、交流スペースだけの光熱水費。 

○健康増進課長（石原万輝子君） そうです。 
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○副委員長（福木京子君） はい、それから、続けて。 

○健康増進課長（石原万輝子君） あとは部長言いましたように、事業監理支援業務は来年度

……。 

○副委員長（福木京子君） それはわかります。 

○健康増進課長（石原万輝子君） あとは、委託料は建物全てに係る業務委託料でございま

す。 

○副委員長（福木京子君） 何々。建物。 

○委員長（原田素代君） だから言ったのよ、分けろって。もうわかんないなあ。そうでしょ

う。五百何万円もかかるわけないじゃん、ホールだけで。 

○副委員長（福木京子君） ５分間休憩といたします、45分まで。 

              午後３時40分 休憩 

              午後３時45分 再開 

○副委員長（福木京子君） それでは、休憩前に続いて会議を再開いたします。 

 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） ちぐはぐな答弁になって申しわけございません。 

 先ほどから申し上げております内容でございますけれども、電気代の115万円につきまして

は、同じような施設での積み上げで、交流スペースの電気代の予測見積もりというもので

115万円上げさせていただいております。 

 それから、残ります471万7,000円につきましては、公募のときに、施設の委託的なものにつ

きましては市が持つということでございまして、それを上げさせていただいておるものでござ

います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 言葉も出ないですけど、そういう契約だという説明を委員会として

受けた記憶がないんですよ、私が健忘症なのか。要するに、維持管理は市が持って、ノウハウ

だけが民間がやって、それの分、50万円が入るというふうには理解していなかったんですが、

市のほうはもう最初から、こういった維持管理費は市が持つものという前提で契約を進めてい

らしたんですか。まず、そこを聞きたいです。 

○副委員長（福木京子君） 質問わかりますか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 建物の所有者としての責任を負う部分については市の負担と

いうことで、契約をしておりました。 

○委員長（原田素代君） 何。 
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○保健福祉部長（直原 平君） 公募条件です。公募条件といたしましては、建物の所有者と

して責任を負う部分については、市が負担するということにしておりました。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） そういう説明をされた記憶はありません。建物について市が責任を

持つ部分というのがどこを含むのかの説明もなかった。今回、初めてこういった五百数十万円

が毎年市の負担になるということがわかりました。 

 委員会としては、そもそも基本協定も知らないし、それから維持管理費が市が持つ分だとい

う認識もなかったということについて、直原部長は十分説明しているからそんなはずはないと

お思いなんですか。まず、そこを聞きたい。 

○副委員長（福木京子君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） おっしゃられるように、協定書につきましては、この委員会

で逐一報告をしているという経緯がございませんでした。これについては、まことに申しわけ

なく思っておりますけれども、予算を計上する段階で、歳入につきましては協定書に基づいて

歳入を積算していると……。 

○委員長（原田素代君） 50万円。 

○保健福祉部長（直原 平君） はい。それから歳出につきましては、先ほどからずっと言っ

ておりますように、交流スペースの電気代のみ、それ以外のところは、委託料等は市が持つと

いうことで積算をさせていただいておるところでございます。委員会のほうにその都度申し上

げていなかったのは、まことに申しわけないことだというふうに思っております。済いません

でした。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） ちょっともう、議会の議案として、とても私は耐えられなくて、そ

ういう話であったら、私はこの案件については認められないという立場なんですよ。要する

に、全て市が丸抱えで、業者さんが好きなようにお使いになって、月50万円払えば全ての維持

管理費から免除される。こういう契約って普通、これが市長がお好きなＰＦＩなんだと思うん

ですけど、ここまで民間に至れり尽くせりをして市が貢献するというやり方は、私は赤磐市に

とって決していい契約の方法じゃないと思っておりまして、これがこのまま提案されるんな

ら、私は残念ですけど、ここでちゃぶ台返しをしたと言われたら私は非常に傷つくんですけ

ど、ちゃぶ台返しをされたのは私たちだなあと思っておりまして、そういうつもりで私はこの

事業を理解しておりませんでしたから、ただ、もうここまで来たら、認めろと言われてもちょ

っと筋が通りません。 

 このことについて、私としては、一委員としては認められません、今回の。今後のことも、

基本協定の中身についても、これからお金を払い続けなければいけないということになるんで

あれば、私としては認められないという意見でございます。皆さんに聞いてください。 
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○副委員長（福木京子君） 今、原田委員からそういう御意見がありましたけど、それではち

ょっと。 

○市長（友實武則君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 市長。 

○市長（友實武則君） 済いません。お言葉ですけども、丸抱えで、本来なら運営事業者が全

て負担すべきものを市が負担しているということでは決してございません。公設民営の施設の

管理者として責任がある部分は市が負担すると。それが何かというたら、消防設備の点検業

務、あるいはエレベーターの定期点検業務、そういったものが施設の建物の所有者の責務とし

て負担をしていくもので、そのほかの日常的な運営に係るものについては全て事業者の負担に

なるということで、そこはきっちりと言わせていただきます。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） であれば、それが事前にちゃんと説明されていないとおかしいでし

ょう。そういう説明がないままきょうに至っちゃったっていうことに、深刻な問題があるんで

すよ。こんな不誠実な議案の提出の仕方はないと思います。これを、もう今さらだから反対し

てもしょうがないでしょうっていうのは、議会として今後もこういう議案の出し方を認めてし

まうっていうことになりませんか。私は、この案件については、今この段階でこういう説明を

聞いている限りでは、納得がいっておりません。私の意見です。 

○副委員長（福木京子君） これについて、意見を幾らか……。 

○委員（岡崎達義君） 聞くようになって……。 

○副委員長（福木京子君） なっていないから。 

○委員長（原田素代君） いや、議論すればいいんですよ、議論すれば。 

○委員（岡崎達義君） 議論はいいけど、委員会で聞くようになってないから、採決のとき…

…。 

○副委員長（福木京子君） 一人一人の採決のときということですね。 

○委員長（原田素代君） じゃあかわりましょう。 

○副委員長（福木京子君） 委員長を交代いたします。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） だから、意見は言うとかないといけんかもわからん。 

 だから、やっぱり説明不足、本当にこれまでも常に説明不足で、12月議会もそういう説明不

足が重なってなりましたけど、今回もそれを、同じようなことをされているということで、本

当、こういうやり方はもう反省していただかないといけないなあというふうには思っています

が、予算についてはいろいろ、採決については考えてみたいとは思います。 
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○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 先ほどの、この件につきまして役割分担、これにつきまして

は、一番最初の再利用に係る運営事業者の公募要項、この中にそれぞれの分担につきましては

明記をさせていただいておりまして、その公募要項につきましては、厚生常任委員会のほう

で、一昨年になりますけれども、説明をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） 金額が出ている……。 

○保健福祉部長（直原 平君） 金額等はありませんで、維持管理につきましては、内装以外

は市ですよ、それから内装につきましては介護保険事業者ですよとか、清掃につきましては市

ですよと、日常のものについては介護保険事業者ですよと、警備については介護保険事業者で

すよというような大ざっぱなくくり、小さい金額的なものは載せてはないんですけれども、ど

ちらがこういった割り当てを分担するかということにつきましては、最初の公募要項の中に明

記してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（原田素代君） 建物の責任者としての維持管理、メンテナンス代は市が分担すると

いうことが入っていたんですか。 

○保健福祉部長（直原 平君） 入っていたといいますか、それが丸がついておりますから、

これについては市が負担するということで公募要項の中には入っております。 

○委員（岡崎達義君） こういう問題が出てくるのは、要するに説明不足なんですよ。だか

ら、新しい介護施設ができたわけですから、そのことに関しては、皆さん注目しているわけで

すよ。注目している以上、市のほうとしたらきちっと説明する必要があるわけですよね。たま

たまここは、こういうのが出てややこしいことになりましたけど、こういうことをきちっと説

明して、どこがどうなるか、どういうふうに負担になるか、そんなん、おととしのことなんて

覚えていませんよ、ほとんどの人が。だから、そこはきちっと反省してもらって、今後こうい

うことがないようにきっちりやっていただきたい。それでないと、もうこの予算は通すことが

できませんから、そこらあたりを、反省を込めて一言お願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 岡崎委員がおっしゃるとおりでございまして、我々が説明不

足だった点はまことに申しわけないというふうに思っております。事業のほうも４月からとい

うことでございまして、これが最後の委員会だったわけでございますけれども、これにつきま

しては、内容につきましては、詳しいことをまた次回の委員会のほうで説明をさせていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（岡崎達義君） それでよしとしとって、もう。 
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○委員長（原田素代君） それはもう皆さんのご自由な判断ですから、お任せします。ほかの

方はいいですか。言っておくことはないですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） ないようですので次に移ります。 

70ページから76ページまでの４款衛生費についての質疑をお受けします。 

 光成委員。 

○委員（光成良充君） 説明資料のほうのページでもよろしいですか。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○委員（光成良充君） 説明資料のページの62ページ、63ページの不妊治療の助成金が305万

円出ておるんですが、これは質疑でも出ていたんですけれども、はっきり聞き取れなかったん

で、この質疑と不妊治療の助成について詳しく御説明いただければと思います。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） この事業は、不妊症のために子供を持つことができない夫

婦に対し、不妊治療のうち、治療が高額である体外受精及び顕微授精について、医療費の一部

を助成するものでございます。 

 この事業の対象者は、まず岡山県不妊に悩む方への特別治療支援事業というのがありまし

て、その助成が決定された者で夫婦の両者が赤磐市に住所を有すること、対象者及び世帯員に

市税及び国民健康保険税の滞納がないこと、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であ

るという３つのいずれにも該当している者が対象としております。 

 この助成金額は、岡山県不妊に悩む方への特別治療支援事業の規定によります、１回の特定

不妊治療に対する助成金に相当する額を除いた額の２分の１以内とし、１回当たり10万円を限

度額としている事業であります。 

 以上です。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） 助成回数は、１回が２分の１で10万円限度って言われたんですけど、

これは１回で終わりですか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） ６回までとしております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） その他、76ページまでの衛生費です。 

 福木委員。 
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○副委員長（福木京子君） 71、72の火葬場施設組合負担金、それぞれ出していますよね。こ

れについては検討をこれまでされてきたんでしょうか。和気と柵原、吉井、英田とは、もう金

額的に大分違うと、２つの組合に負担されとんですが、山陽と赤坂のほうにはないという状況

の中で、もう合併して13年、そういう中で、公平性の観点で検討されてきたと思うんですが、

その辺の検討をされた上でのこの予算化なのか、お聞きしたいと思います。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 福木副委員長の御質問にお答えします。 

 柵原、吉井、英田火葬場施設組合、それから和気北部衛生施設組合、それぞれ負担金の額が

違います。それぞれの施設がそれぞれ運営状況等々も違いますので、それぞれの組合の中で維

持管理費を決めていく中で、施設においてその負担金を支出しているものでございます。 

 利用料金のことでございます。従来より、両組合を使う場合、それから岡山市の斎場を使う

場合、そういった場合に、御利用される市民の方の負担額に格差があるということでございま

す。どういった形がいいのか、補助等も含めて、十分現在も継続して検討はしております。具

体的にどういったことになっていくかというのを、今、検討をずっと続けておりますので、そ

の辺で御了承いただけたらと思います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） ずっと続けて、何年も続けて、いつまで続けるかということなん

ですが、節目として、岡山市が新築して8,000円プラスになったんですよ。もう、高額になっ

ているんですよ。山陽、赤坂の場合はもう岡山市に大体持っていかれるんで、そういう節目で

もあるし、それからほとんどの議員が２年か３年か前、議員発議もして、執行部に対してそう

いう要求もしているわけで、もう常に検討はされているんでしょうけど、いつまで検討される

んか、ずっと検討しています。これはいつまでですか。時期的にもう……。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） いつまでという期限を切ったお話というのは、ここではできませ

んが、御理解いただきたいと思います。検討は、具体的な形になるべく早くするように、検討

を継続していきたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 担当課のほうからなかなか答えにくいと思いますんで、これはも
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う市長にお聞きしたいと思いますが。 

○委員長（原田素代君） 市長、御答弁をお願いします。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 市長。 

○市長（友實武則君） 私のほうから、詳しくは述べることはできませんが、赤磐市の火葬事

業といいますか、火葬を取り巻く環境がはっきりと見えてくるということが必要と思います。

まだ不確定な部分もたくさんございますので、そういったものをしっかりと見きわめたい、そ

う思っています。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） その不確定のことというのは、どういうことですか。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 市長。 

○市長（友實武則君） 暫時休憩をお願いできますか。 

○委員長（原田素代君） いや、もうちょっと限界なので、どうしますか、皆さん。 

○市長（友實武則君） じゃあ、いいです。 

○委員長（原田素代君） 一応、公の場で言える範囲でお応えください。 

○市長（友實武則君） 先ほど申しましたのが、公の場で言える全てです。 

○副委員長（福木京子君） それ以上言えないということですね。 

○市長（友實武則君） はい。 

○副委員長（福木京子君） そうか。そしたら、委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これは、もう何年も前、議会でも相当の数の議員が決議をしてい

るんと、それから相当待っています、これは。それで、岡山市がここで本当に、8,000円もと

いうことですから、相当の金額的なものの負担になっています。時期、節目としては、今が検

討の時期だと思いますので、要望しておきたいと思います。 

○委員長（原田素代君） 市長、発言の余地があるんでしたら、また次の委員会のときにで

も、休憩に入ってお話をしていただければいいと思います。きょうはもう後が押していますの

で、また次の機会にお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。 

 そうしましたら、ほかに衛生費のところでございますか。 

 光成委員。 

○委員（光成良充君） 73ページの保健衛生費の子ども医療費なんですが、２億3,200万円補

助費が上がっているんですけれども、中学生が無料で、高校生までが医療費が１割負担で今、
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赤磐市はしていただいているんですが、これ、本年度と前年度のところを見たときに、

1,089万3,000円減額になっていますよね、前年度と比べると。これは、医療費の部分が利用者

が少ないっていうふうに捉えていいのか、それとも30年度の医療費が少なかった、それで減額

されているのかなと思うんですけれども、高校生までは現物給付に変わっているので利用者が

ふえているのかなと思ったんですけど、その辺はどのように把握をされていますか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員言われますように、30年度から現物給付に高校生はな

りました。前年度を見積もるときに、予算をこのような計上をしたんですが、実際のところ、

思ったほど伸びておりませんでして、30年度の９月までの実績を見ながら、31年度予算計上い

たしました結果がこうなりました。 

 以上です。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） ということは、中学生、高校生を分けてっていうのは、把握はできて

いますか。どちらが少なかった。やっぱり高校生の部分は見積もりしていましたが、高校生の

利用が少なかったから減額になったと考えていいんですか。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 済いません。言葉が足らなかったです。高校生の部分が思

ったより伸びなかったということです。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 私も、そこのところを質問したいと思います。 

 その他が50万円と見ていますね。ごめんなさい、説明資料のとこです。それで、その他のと

ころが50万円というふうなことで、これは高校生の１割負担の予算化だと思うんですが、これ

は何名ぐらい見とんですか。それで、もしこの１割負担を全額にしたらどのぐらい予算がかか

りますか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） この50万円といいますのは、高校生はもう現物給付にした

ので、ここに上がっている50万円は違いまして、国民健康保険の方が限度額を超えた部分の、

国保から返ってくる、こういった部分について……。国保から返ってくる収入なんです。済い

ません。 

 以上です。 
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○副委員長（福木京子君） いいです、それで。 

委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） その50万円はわかりました。 

 それで高校生、思ったより今、伸びなかったということなんですが、どのぐらいなとか、人

数で、見通しで、１割負担もなくした場合にどのぐらい予算がというのは、計画というんか、

予算出していますか、その予算。１割負担もなくした場合にどのぐらいの予算でできるのかと

いうのはわかります。今すぐ言えますか。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 30年度から現物給付にしましたので、29年に、30年度の予

算を立てるときにこのようにしました。 

 具体的な金額を予算の上で上げたらいいですか。高校生等は850万円予算計上をこの内訳と

してしております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 高校生は850万円の予算を見ているということですね。その１割

負担も市が見た場合には、どのぐらい予算が要るのかというのがわかればお願いします。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） これが２割分なので、１割はその半分だと思います。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） はい。425万円ですね。 

 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） そういう意味では、そうしたら１割負担も市が見えるようなこと

も、考えればできんことはないというように私は思います。はい、いいです。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） 予算書75ページの衛生費の２項清掃費で、13の委託料にごみ収集委託

料というのがございまして、本会議の中で北川議員が、東備衛生に出しているけど、そこから

シルバー人材センターに委託しているんじゃねえかっていう話が出されたんですけど、その結

果はどこで聞けば……、ここでも聞いてよろしいんですか、これは。その調査をされると、作

本部長は調べてみますと言われたんですけれども、その結果っていうのはどういうふうになっ

たんでしょうか。 
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○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 光成委員の御質問にお答えします。 

 ここにありますごみ収集委託料、計上させていただいていますが、その業務内容のお話だと

思います。 

 本会議場でも部長のほうが答弁させていただきましたが、事業者等にも確認の上、そういっ

たことは、シルバー人材センターに委託をしているというような事実はないと市のほうは認識

しております。また、調査も行うということでございましたが、ないとは思いますが、再度、

その辺の確認をとっていきたいということでございます。 

 以上です。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（原田素代君） 光成委員。 

○委員（光成良充君） シルバー人材センターにごみの収集とか何か、そういう市から直に出

しているっていうのは何かありますか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） そこの委託料の中にあると思いますが、座があれなんですけど、

シルバー人材センターにチップ化の作業、地区で植木といいますか、植栽とかを刈ったときに

出る木、そういうのを、チップ化の作業を別の契約で委託しておりまして、それは赤磐市のほ

うが直接委託をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

 その他で質疑ありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） １つ質問させてください。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 今の光成さんの御質問の中のシルバー人材センターっていうのは、

たしか私の記憶では、ドライバーの助手席に座るのがシルバーの方だというふうに聞いている

んですけども、直接、だから回収業務はしませんが、助手席に座る人がシルバーから来ている

と聞いておりましたが、それはどうなんでしょうか。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 仕様書のほうでは、収集車、パッカー車には運転手と作業員と２
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名乗車するように仕様で書いております。いずれにいたしましても、収集事業者に委託をする

ものでございまして、シルバー人材センター、助手席に乗られる方、そういった方も含めて、

収集委託事業者の従業員であるというふうに考えております。委託とかはないということでご

ざいます。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 直営もありますよね、回収業務の中に。その直営の中で、助手席に

座るのがシルバーの方はいらっしゃらないんですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 現在のところ、そういうことにはしておりません。直営の部分に

ついては、直営の職員が２名で、委託の部分につきましては委託の運転手というふうに、そこ

は区別しております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 過去はあったというふうに、確かに過去、そういう事情を聞いたこ

とはあるんですが、変わったということですか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 過去といいますか、時間的なところは私も職員に聞いた話です

が、10年……。 

○委員長（原田素代君） そんな昔じゃない。 

○環境課長（大窄暢毅君） 以前は、あったというふうには聞いております。ただ、今の仕様

では、そのようにはしておりません。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 最終的に確認しますけど、じゃ民間委託をしている民間業者さんが

シルバーさんを助手席にする、要員として契約をしている可能性はあると理解したらいいんで

すか。 

○環境課長（大窄暢毅君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） 現在は、先ほど申しましたとおり、直営と委託の部分で、直営の

部分にシルバーさんが乗車するというようなことはございません。 

 以上です。 
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○委員長（原田素代君） いや、ですから民間の場合は……。 

○市民生活部長（作本直美君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 民間というのが、今、実際に収集をされている業者のことを

おっしゃっているんだと思いますが、そちらは先ほど課長も申したように、業者に確認もきち

んとしております。そこで今、シルバー人材センターの方が乗車されているという事実はない

と確認をしております。 

 それで、そこのところは、今、もう一度、そういう御意見が余りにありますので、和気のシ

ルバー人材のほうも絡めて、和気ではないです、東備環境さんですから。そちらをまたあわせ

て確認はさせていただきたいと思います。より慎重に行いたいと思います。 

○委員長（原田素代君） はい、わかりました。 

○副委員長（福木京子君） いいですか。 

○委員長（原田素代君） はい、結構です。 

○副委員長（福木京子君） そしたら、委員長を交代いたします。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 衛生費ですが、よろしいですか、その他は。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、これで衛生費のところは質疑を終わります。 

 次に、121ページになります。 

 12款公債費のうち、住宅新築資金等貸付事業分についての質疑を求めます。 

 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） この内容を説明してください。どこへどのぐらいな金額が、住宅

新築資金。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） ここの公債費につきましては、住宅新築資金貸付

事業についてのものでございまして、予算説明資料の124ページをお願いします。 

 こちらのほうに、元金、利子というふうにありまして、住宅新築資金貸付事業、元金が32万

5,000円、それから利子が２万円となっております。これにつきましては、住宅新築資金の貸

し付けに関しまして、市が簡保から借りているものでございます。それの償還に当たります。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ほかにはよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、なければこれで質疑を終わります。 
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 そしたら、35分まで休憩をして、議第20号から始めます。 

              午後４時22分 休憩 

              午後４時35分 再開 

○委員長（原田素代君） 休憩前に引き続きまして、続いて議第20号平成31年度赤磐市国民健

康保険特別会計予算を議題として、これから審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 国民健康保険特別会計事業勘定につきましては、本会議で説

明をさせていただいたとおりでございます。補足説明はございませんので、よろしくお願いい

たします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 熊山診療施設勘定、それから佐伯北・是里診療施設勘定につ

きましても補足説明はございません。よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございます。 

 それでは、これから質疑を受けたいと思います。 

 まず、事業勘定について、歳入歳出一括しての質疑を受けます。 

 質疑はございませんか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 当初予算との関係で、国保への繰出金、この辺の関係で、一般質

問もした件なんですけど、高校生以下の均等割を子育て支援策としてやったらどうかというこ

とで、計算したら2,400万円ということなんですが、この辺の考えは答弁でされとるからなか

なか難しいんですが、少しでも前へ進むような検討というのはどんなんでしょうか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 子育て世代の国保税の引き下げをという一般質問

でもございましたが、これにつきましては、まず国保財政を取り巻く状況でございますけど

も、本年４月から新制度がスタートしたところでございます。しかしながら、財政が県単位と

なった現在におきましても、厳しい財政見通しは変わりないというふうに考えております。 

 その中での、子供の均等割等の廃止についてでございますけども、財政負担を考えた場合に

国保財政への影響を及ぼしますので、ほかの保健事業等への影響も考えられます。そういった

中で、慎重に検討のほうをさせていただきたいと考えております。財源確保の観点から、国の
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施策として検討をしていくべきものと考えておりますので、市長会等を通じまして意見を述べ

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 財政的なこともあるということで、保健事業への何か影響だとい

うの、大分強調されているんですけど、保健指導委託料というても536万5,000円か、国17で

ね。この金額的なものというのは、他の自治体でもこのぐらいなんですか。多いほうなんです

か。これが影響を受けて、これを減らすようなことになるんですか。そこの説明をお願いしま

す。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 保健事業への影響と申し上げましたのが、小学

生、中学生、子供の均等割等を廃止した場合につきましては、約2,000万円の財源の確保が必

要となりますので、そういったことで保健事業に影響があるというふうに申し上げました。 

 また、現在、新制度が４月からスタートしておりますが、138ページに納付金のところを見

ていただきたいんですけど、説明資料の138ページの岡山県に支払う納付金でございますが…

…。 

○委員長（原田素代君） 138。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） この納付金につきましても、前年度と比較いたし

ますと約5,800万円増加いたしております。こういったこともございまして、安定的な財政運

営を行うためには、しばらく現在の新制度のほうを注視していく必要があると考えておりま

す。こういったことも含めまして、国保税の見直しもそうなんですけど、状況を慎重に見きわ

めまして、対応してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 高校生以下というたら、約2,000万円と言われたか。今、金額。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 子供の均等割等を廃止した場合の試算ですけど

も、高校生以下の30年４月１日の段階ですけども、771人おられます。それで、均等割を廃止

した場合には、小学生、中学生、高校生以下をした場合に2,380万円、高校生以下。それか

ら、中学生以下の均等割のほうを廃止した場合は、1,880万円の財源の確保が必要となりま
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す。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。これは、すぐにといっても検討が要ると思います

が、これは本当に全国的な問題で、もう全国で必死に各自治体考えておられると思います。全

国知事会や市長会や、全部要望もされている中で、この制度を守らないといけない。だから、

協会けんぽ並みにというのがもう、今、すごい声になっておりますので、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） いいですか。 

 その他、ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） １つ聞きたいんですけど、いいですか。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 今の138ページの納付金の上にあります出産育児一時金、これ年間

平均30件が出産、赤磐市の件数だと思っていいんでしょうか。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 出産育児一時金の数でございますけども、国民健

康保険に加入されておる方の見込みということで上げさせていただいております。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 国保以外の人だと、大体年間30以外で何人ぐらい、出産率という

か、わかりますか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 年間300から320程度……。 

○委員長（原田素代君） そのぐらいはあるんですね。ほっとしました。わかりました。 

○副委員長（福木京子君） 委員長を交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） かわりました。 

 その他、よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（原田素代君） そうしましたら、ないようですので、なければ次に熊山診療施設勘

定について、歳入歳出一括して質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 国31、事業勘定繰入金の、結局これはマイナス892万4,000円とい

うのが診療所に隣接された診療所関係の分で、これが減額になったということですね。確認を

したいんで、それでそれに対する影響みたいなことは、その後の状況をもしわかればお伝えく

ださい。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） おっしゃられるように、隣接したクリニックができたため

に、31年度予算はゼロにしておりますが、その後、変更がありまして、医師会病院（後刻訂

正）を通じての連絡なんですが、今のいろどりクリニックが週３日以下の診察に変更されると

いうことで、交付金がいただけるようになりましたが……、かもしれないんですが、これはそ

の診療が２月に変更なので、31年度の交付金、12月全部は無理かもしれませんが、今後収入が

入る予定です。 

 以上です。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） すごい変わりようで、よかったんですけれど、週３日、夜間です

ね。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 変更になった時間ですが、日曜日診療が９時から17時、そ

れと月、水、木、金が18時から20時、これを合わせましたら週３日以下の診療ということで、

僻地になるということで、交付金が出るというところです。 

 済いません。 

 先ほどの答弁で、私が医師会病院とお伝えしたんですが、赤磐医師会を通じての連絡という

ことです。訂正いたします。 

○委員長（原田素代君） はい、わかりました。そういう報告はしてくださいね。 

 その他ございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） なければ、次に佐伯北・是里診療施設勘定について、歳入歳出一括

しての質疑をお願いいたします。 

 ちょっといいですか。聞きたい。 



- 86 - 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 予算には外れますが、今の先生のお年は何歳になるんですか。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 63歳です。 

○委員長（原田素代君） 63歳。ありがとうございました。まだ頑張れる。 

○副委員長（福木京子君） 委員長を交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 交代しました。 

 よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、佐伯北・是里診療施設勘定をこれで質疑を終わります。 

 続きまして、議第21号平成31年度赤磐市後期高齢者医療特別会計予算を議題とし、これから

審査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） 後期高齢者医療特別会計予算につきましても、本会議で御説

明をさせていただいたとおりでございまして、補足説明はございません。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（原田素代君） 執行部の説明が終わりました。 

 これから歳入歳出一括しての質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、なければこれで質疑を終わります。 

 続きまして、議第22号平成31年度赤磐市介護保険特別会計予算を議題とし、これから審査を

行います。 

 執行部からの説明がありましたらお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 介護保険特別会計につきましては、お手元にお配りしました

資料に基づきまして１件追加説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（原田素代君） お願いします。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 予算書、介19ページ、説明資料は153ページ、２項包括的

支援事業・任意事業、４目の生活支援体制整備事業委託料につきましては、生活支援コーディ

ネーター業務を社会福祉協議会に委託し、地域支え合い事業を強化してまいります。この事業

につきましては、資料を御用意いたしましたので、資料に沿って説明したいと思います。 

 保健福祉部資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 １ページには、この事業の背景を明記しております。 

 赤磐市の今後の人口推計でも介護認定の多い後期高齢者はまだまだ増加が考えられます。今

日、要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、図のように地域包括ケアシステムの実現が求められていますが、実現のためには

特に互助の仕組みづくりがますます期待されているところであり、これは我がまちに限ったこ

とではありません。 

 そこで、平成27年度の介護保険法改正において、国は地域支援事業におきまして、地域づく

りを担う生活支援コーディネーターが中心となり活動する生活支援体制整備事業を市町村の必

須事業といたしました。地域の歴史や特性を考慮し、さまざまな団体、組織と連携し、多様な

日常生活上の支援体制の充実を図っていくことができるよう、地域支え合いネットワークにつ

きまして国としての仕組みを整えました。 

 ２ページを見ていただきますと、平成31年度の赤磐市の事業計画をまとめました。 

 赤磐市では、平成28年度より第１層と言われる市全域での取り組み、仕組みをつくってまい

りましたが、第２層と言われる日常生活圏域でのコーディネーターの配置はまだできておら

ず、支え合いの仕組みも地域格差があるように感じております。今後、さらに日常生活圏域で

の住民相互のつながりや要援護者に対する身近な支援、見守り体制の構築など、いわゆる地域

福祉、地域づくり事業について進めていく必要があります。しかしながら、これは社会福祉協

議会の根幹となる業務の一つとして社協が取り組むべきところも強いところであります。社協

が長年、日ごろから目指している事業と共通性が非常に高い事業ということから、社会福祉協

議会と共同して地域づくりを進めていくほうが効率的でより成果が出るのではと考え、このた

び業務委託を行います。 

 ３につきましては、実施内容を記載しております。一番下に載せている図も一緒にごらんい

ただきたいのですが、生活支援コーディネーターの業務は、地域の集いに参加し、情報を把握

するとともに、課題についての問題提起を行います。つまり、地域のニーズ把握から問題提起

を行い、ネットワークづくりを進めたり、必要に応じてフォーラムやワークショップなどを企
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画し、住民の意識向上を図るなど地域資源の見える化を図り、住民による新たな支え合いのサ

ービスの立ち上げなど、支え合いの仕組みを市と社協と協力し、サポートしていく役割を持ち

ます。社会福祉協議会は、近年、地区社協と地域支え合い、助け合いの活動の仕組みづくりを

積極的に展開しているところでもありますし、今まで以上に活動の体制強化が図れるように委

託していきたいというものです。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） これは新規事業だということで、社協への委託になるそうです。 

 それではこれから質疑を受けたいと思います。 

 ちょっといいですか。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 交代します。 

 原田委員。 

○委員長（原田素代君） これ、880万円は何人分でしたっけ。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） ２名分を予定しております。 

○副委員長（福木京子君） 委員長、いいですか。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 交代しました。 

 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これ、説明は一応わかりました。 

 それで、私、社協の評議委員会に出て、その日は相当社協は熱心というんか、すごい協議を

するんですよね。もう、ぐったりするぐらい、結構会議の内容は深いです。市が目指している

とこが一緒ですから、社協に委託をされるんでしょうけど、社協はその受け皿みたいな、ちゃ

んと体制はこしらえられて、そう心配はないんでしょうか。 

 それで、社協に委託したからといって、市の責任をそっちへこう全部するんじゃなくて、あ

くまでも市が幾らかは主体的に考えていって、両方でやらないといけないと思うんです。そこ

をもう、社協に委託したんじゃからというふうなことではいけないんじゃないかというふうに

思うんですが、その辺の考えはいかがでしょうか。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 社協とは、この委託をめぐりまして、何度か話し合いも持

ちました。この事業については、社協さんのほうも初めから積極的でございます。というの

も、先ほど説明したように、社協が今一番力を入れたい事業だっていうふうに思って、市と一
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緒に取り組んできている経緯もあります。先ほど説明したように、第１層の協議体につきまし

ては、今まで市が一生懸命協議会を開いたり、そういったことをしていますが、もちろんその

メンバーの中にも社協さんから来ていただいております。そういった形で、社協にとっても、

今回ある意味、人材確保の手助けになる事業ではないかというようにも私どもは考えておりま

す。 

 また、市が社協に全面的に、この業務としては委託するんですが、市の包括支援センターの

職員を中心として、一緒にこのコーディネーターの事業展開は相談にも乗りますし、進めてい

くというような取り組みを考えておりますので、全部手放してしまうというものではございま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。それはもう、社協が望んでいることというんか、

人材確保のあれでちょうどいいわけですね、チャンスとして。それから、最後に言われた市の

職員、一緒になってやっていくという、ここはもう絶対忘れないように、力を入れていただき

たいなというふうに思います。 

○委員長（原田素代君） その他はございませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、ないようですので、次にサービス事業勘定について、歳

入歳出一括しての質疑を受けたいと思います。 

 質疑をお願いします。 

 いいですか。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代します。 

 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 何でこんなに、前年度から比べると、収入もそうですけど、歳出が

500万円余り減っているのか、利用率の低下ですか。理由を説明してください。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 谷名課長。 

○介護保険課長（谷名菜穂子君） 説明資料のほうは156ページ、157ページになるかと思いま

すが、これは総合事業の関係でございます。同じ介護保険の予防の方のプランは、総合事業で

も立てておるところでございます。総合事業でヘルプ事業と、それからデイサービス事業を使

われている、それのみの方でしたら、総合事業の地域支援事業のほうでプランを立てるという

ような仕組みになっております。これはもともとの介護保険の、例えばレンタルだとか訪問看

護が入っていたりだとか、そういった要支援１、２の人のプランは、こちらのサービス事業勘
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定のほうでプランを立てることになります。 

 初めのうちは、去年、昨年、一昨年は総合事業始まったばっかりですので、１年間の猶予と

いうものもありました。そういったところで、サービス事業勘定のほうが多かったんですが、

だんだんとそちらの、地域支援事業のほうのプラン作成のほうがふえてきておりまして、この

たびはこういうふうな予算計上にさせていただいております。できるだけ自立を目指したプラ

ンということで、地域支援事業のほうがプランナーさんも時間がかかるということで、そちら

のプランのほうに比重をたくさん置いております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） わかりにくいですね。わかりました。 

○副委員長（福木京子君） いいんですか。 

○委員長（原田素代君） いいです。 

○副委員長（福木京子君） そしたら、委員長交代します。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） かわりました。 

 その他、よろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） そうしましたら、じゃあ質疑をこれで終わります。 

 続いて、議第23号平成31年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計予算を議題とし、審

査を行います。 

 執行部からの補足説明がありましたらお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 訪問看護ステーション事業特別会計につきましても、補足説

明はございません。よろしくお願いします。 

○委員長（原田素代君） それでは、これから歳入歳出一括しての質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑お願いします。 

 いいですか、聞いて。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（福木京子君） はい、委員長交代です。 

 原田委員。 

○委員長（原田素代君） 看護師の方が６人でローテーションを組んでおやりになっていただ

いていると思うんですが、年々、開拓していらっしゃるからだと思いますが、困難な地域が優

先されているという説明ですけど、大体業務的には、その６人の看護師さんがどんなローテー
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ションでおやりになっているんでしょうか。これだけふえているっていうことは、今後はもう

ちょっとスタッフの配置が要るとか、例えば車がもう一台あったほうがいいとか、将来的な見

通しっていうのはどんなふうに立てていらっしゃるんでしょうか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 業務分担のあたりはきょう手持ち資料がないんですが、公

用車については、だんだん古くなっているものもありますので、昨年も１台購入させてもらっ

たんですが、今年度も予算の中に１台入れさせてもらっております。廃車にして新車を入れる

ということで、またそれは一台一台ということで、32年度についてもまたそのあたりを計上し

ていく予定にはしております。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） はい。 

○副委員長（福木京子君） 原田委員。 

○委員長（原田素代君） ローテーションはわからないということなんですけど、この６人は

たしか兼務の方が１人か２人いたんですよね。ほぼ、兼務以外の人も、正規の常勤として訪問

看護ステーション事業をおやりになっていらっしゃるんでしょうか。要するに、月曜から…

…、土日もやっていらっしゃるのかな。どういう勤務体系かわかりませんけど、この看護師さ

んは訪問ステーションだけの常勤として仕事をされていらっしゃるんでしょうか。そこを教え

てもらえますか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 副委員長。 

○副委員長（福木京子君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 公用車５台をフル回転ということであります。なので、５

人の看護師さんが常に車を必要として、活動しておられます。 

 ちょっと資料が……、済いません。 

○委員長（原田素代君） また、細かいことは次の機会に。ありがとうございました。 

○副委員長（福木京子君） 委員長交代でいいですか。 

○委員長（原田素代君） はい。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（原田素代君） 交代します。 

 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 今、看護師が５人というて言われたんです。原田委員は６人。こ

こへは、158ページは看護師６ということですが、これはどういうふうに……。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） この資料のとおり、看護師６人と事務職員１人なんです
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が、さっき常勤、非常勤のあたりを原田委員長言われたので、そこらあたりが、済いません、

うまく答えられる資料がきょう手持ちにないです……。 

職員は６人と事務１人です。 

○委員長（原田素代君） 5.5人っていう勘定でしょうね。全く５人なんですか。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 兼務もお聞きしておりますが、ほとんど訪問看護のほうに

出ているというようなことは聞いておりますので、携わる職員は看護師６名と事務職員１名で

す。 

○委員長（原田素代君） あ、そうなんですか。わかりました。 

○副委員長（福木京子君） わかりました。いいですよ。 

○委員長（原田素代君） その他、よろしいでしょうか、御質問は。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） 他に質疑がなければ、これで質疑を終わります。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託されました議第２号山陽桜が丘清掃センター及び最

終処分場浸出水処理施設解体撤去工事請負契約の締結についてから議第23号平成31年度赤磐市

訪問看護ステーション事業特別会計予算までの14件について採決したいと思います。 

 まず、議第２号山陽桜が丘清掃センター及び最終処分場浸出水処理施設解体撤去工事請負契

約の締結について、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第２号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第３号赤坂環境センター解体撤去工事請負契約の締結について、これを原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第３号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第７号赤磐市介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例（赤磐市条例第４

号）について、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第７号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第８号赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例（赤磐市条例第

５号）について、まず議第８号に対する保田委員から提出された修正案を採決いたします。 

 本修正案に賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 
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○委員長（原田素代君） 起立少数です。したがいまして、修正案は否決すべきものと決しま

した。 

 続きまして、原案についての採決に移ります。 

 議第８号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立多数です。したがいまして、議第８号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第13号平成30年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）について、これを原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第13号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第14号平成30年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、こ

れを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第14号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第15号平成30年度赤磐市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、

これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第15号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第16号平成30年度赤磐市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、これを

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第16号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第17号平成30年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計補正予算（第３号）

について、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第17号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 はい、福木委員。 

○副委員長（福木京子君） 議第19号と議第20号は、私は反対いたします。 
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 という理由は、国保の繰出金をもう少しふやして子育て支援の策をしてほしいということ

と、子供の医療費18歳までの完全無料化、425万円でできるというのが明らかになりましたの

で、その理由で反対したいと思います。 

○委員長（原田素代君） 他の方はよろしいですか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） じゃあ、続きまして議第19号平成31年度赤磐市一般会計予算につい

て、これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立多数です。したがいまして、議第19号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第20号平成31年度赤磐市国民健康保険特別会計予算について、これを原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立多数です。したがいまして、議第20号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第21号平成31年度赤磐市後期高齢者医療特別会計予算について、これを原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第21号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続いて、議第22号平成31年度赤磐市介護保険特別会計予算について、これを原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第22号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 続きまして、議第23号平成31年度赤磐市訪問看護ステーション事業特別会計予算について、

これを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。したがいまして、議第23号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、請願の審査に入ります。 

 お手元に配付のとおり、請願第２号「後期高齢者医療の窓口負担の見直しにあたり、原則１

割負担の継続を求める」請願書を議題とし、審査をいたします。 

 最初に、紹介議員である福木さんのほうから簡単に趣旨説明をお願いします。 
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○副委員長（福木京子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 福木委員。 

○副委員長（福木京子君） これ、添付書類がたくさんあると思います。目を通されていると

思うんですが、この内容は本当、高齢者の方、75歳以上の方なんですが、今、１割負担で医療

費を心配せずに病院にかかれていると思うんですが、これが２割になるとなかなかそうはいか

ないと思います。高齢者の７割の方が、所得が100万円未満という厳しい状況があり、年金収

入も生活保護基準を下回る世帯が３割に迫っていると、この資料で、そういう実態があるんで

す。だから、そういう意味では、医療費を引き上げるということは大変なことになると思いま

すので、それでこの問題については、もう老人クラブとか医療関係団体からも慎重な意見が相

次いでいるという状況もあります。ぜひとも、これはもう１割負担を継続ということで、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（原田素代君） それでは、一応順番に賛否をお答えいただいて、最後、採決に入り

たいと思います。 

 どちらからでも、岡崎委員からでいいですか。 

○委員（岡崎達義君） 原則１割負担を２割負担にするということは、家族への負担もふえる

ということですので、そうでなくても高齢者は負担が多い中で、それ以上のふえ方があると生

活にも困窮する可能性も出てきますので、これには賛成させていただきます。 

○委員長（原田素代君） 保田委員はどうでしょうか。 

○委員（保田 守君） 今、年金で暮らしている方はぎりぎりの状態でやっています。私も１

割を続けていくべきだと考えます。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございます。 

 光成さん、お願いします。 

○委員（光成良充君） 同じく、高齢者の方々の負担を抑えるためにもこれは必要なのかなと

思いますので、賛成させていただきます。 

○委員長（原田素代君） 大森さん、いかがでしょうか。 

○委員（大森進次君） 私も、ほかの委員が言われましたように、１割負担でお願いしたいな

というふうに賛同します。 

○委員長（原田素代君） これ、起立してもらったほうがいいんですか。 

 済いません。お手数ですが、皆さんの意志はわかったんですけど、採決に入りますので、賛

成の方は起立願います。 

              〔賛成者起立〕 

○委員長（原田素代君） 起立全員です。よって、請願第２号は採択とすることに決定しまし

た。 

 以上で当委員会に付託された議案の審査は全て終了しました。 
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 次に、閉会中の継続調査及び審査についての御確認をお願いしたいと思います。 

 お手元に配付しております継続調査及び審査一覧表のとおり、議長に対し閉会中の継続調査

及び審査の申し出をいたしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、このように申し出をいたします。 

 次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。 

 閉会中の審査及び調査案件の調査のため、委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し委

員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等の手続につきまして

は委員長に一任していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、委員長報告については委員長に一任していただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、そのようにさせていただきます。 

 次に、その他に入ります。 

 その他で委員または執行部から何かありましたら発言をお願いいたします。 

○市民生活部長（作本直美君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 作本部長。 

○市民生活部長（作本直美君） それでは、本年度の事業の進捗状況ということで、市民課、

環境課、それぞれ簡潔に御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 矢部課長。 

○市民課長兼協働推進課長（矢部恭英君） それでは、市民課から１件御報告をさせていただ

きます。 

 コンビニ交付についてでございます。 

 市民サービスの向上を図るために取り組んでおりました各種証明書のコンビニ交付でござい

ますが、予定どおり３月１日金曜日からスタートいたしましたので、御報告申し上げます。マ

イナンバーカードの普及を図りまして、利用促進をしてまいりたいと考えております。委員の

皆様におかれましても、お問い合わせ等ございましたら、御案内のほうをよろしくお願いした

いと思います。 

 市民課からは以上です。 

○環境課長（大窄暢毅君） 委員長。 
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○委員長（原田素代君） 大窄課長。 

○環境課長（大窄暢毅君） それでは、環境課から続きまして御説明をいたします。 

 委員会資料、市民生活部の１ページをお願いいたします。 

 (1)赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則（案）についてでご

ざいます。 

 規則の案につきましては、前回の委員会でお配りさせていただいたところでございますが、

今回、そこにそれよりの変更点を２点お示ししております。 

 市への事前協議の際に添付する書類を規則第５条に定めておりますが、この第１項第５号

に、別表２に定める図書のうち市長が必要と認めるものとして、表の中に20項目を規定してお

りました。このたび、さらに20の資金計画書及び21の暴力団または暴力団員でないことの誓約

書の２つを追加明記することといたしました。これを提出していただくことにより、事業者に

対し、適正に行われるよう確認してまいりたいと考えております。 

 環境課からは以上でございます。 

○委員長（原田素代君） 何か御質問ありますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） 今の条文については、施行規則のほうで新たに加わると、条例は最

初のとおりです。施行規則にこういうものが２つ追加されたというふうに理解していただけれ

ばと思います。 

 ないようでしたら、次にお願いします。 

○保健福祉部長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 直原部長。 

○保健福祉部長（直原 平君） 保健福祉部の資料、その他、事業の進捗状況につきまして、

社会福祉課、健康増進課より説明をさせていただきますので、お願いいたします。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 国正参与。 

○保健福祉部参与兼社会福祉課長（国正俊治君） それでは、保健福祉部資料の３ページをお

開きください。 

 記載のとおりでございまして、指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力の停止につい

てでございます。 

 こちらは、２月22日に岡山県が処分したものでございまして、処分の内容につきましては、

県の報道発表資料４ページ、５ページにつけてございます。詳細はそちらのとおりでございま

す。 

 事業者につきましては、桜が丘東４丁目にございます、さわやか愛の家あかいわ館という事

業者でございまして、放課後等デイサービスの事業を実施しております。基準の職員を配置し
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ていなかったことで、指定停止となったものでございます。指定の停止期間は４月１日からの

４カ月間でございます。利用者につきましては、２月１日現在で27名の子供たちが利用してお

りまして、うち12名が赤磐市と把握しております。 

 赤磐市の対応といたしましては、不正請求額となりました額に加算金の40％を加算して請求

する予定としております。 

 その他の動きでございますが、22日に情報を得ましたので、直ちに職員を派遣させまして、

事情を聞いております。さらに、25日には、12名以外の近隣他市と共同しまして、さらに聞き

取りをしております。26日には、事業者が利用者さんに説明会をされておりますので、それに

立ち会いをさせていただいております。それから、27日には、停止期間中に子供たちが流れて

いく可能性がありますので、近隣の事業所さんあるいは相談支援事業所を集めまして、情報の

共有、それから、どこを利用するかは保護者さんがお決めになることなんですけど、場合によ

っては協力をお願いしたいということで依頼をしてまいりました。 

 それから、個別の保護者さんの対応につきましては、随時相談に乗って、適切にサービスが

受けられるような援助のほうはしてまいっているところでございます。 

 社会福祉課からは以上です。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 石原課長。 

○健康増進課長（石原万輝子君） 健康増進課から事業の進捗状況について説明いたします。 

 資料、最後の６ページになります。 

 まず、自殺対策計画（案）に対するパブリックコメントについてですが、応募期間中、御意

見はなかったことを御報告いたします。現在、３月完成に向けて進めているところでございま

す。 

 次に、風しんに関する追加的対策について御説明いたします。 

 風疹は、昨年７月以降、患者数が増加している状況であります。今回の流行は、30歳から

50歳代の男性感染者が多いのが特徴です。その原因として、風しんの予防接種の制度がたびた

び変わっておりまして、39歳以上の男性は定期接種を受ける機会がなかったことが上げられて

います。そのため、追加的対策が行われることになりました。 

 その具体的な内容は、抗体保有率の低い世代である昭和37年４月２日から昭和54年４月１日

の間に生まれた男性に対して、３年間集中的に抗体検査を行い、抗体価の低い場合、風しんの

定期予防接種を行うものでございます。平成31年度、この対策の１年目は、ワクチンの供給、

また医療機関の混乱を避けるために、昭和47年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた

男性をこの事業の案内を行う対象者として、クーポン券を送付いたします。また、クーポン券

を送付しない対象者が希望する場合においても、窓口でクーポン券を発行することとします。 

 この風しんに関する追加的対策については、31年度の予算編成を過ぎた12月中旬に厚生労働
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省から骨子が出まして、現在、対応を急いでいるところです。また、国からの情報も未確定な

ところが多い現状であります。そのため、新年度になりまして補正をお願いすることになると

思います。 

 次に、乳幼児健康診査員についてですが、乳幼児健診には小児科医の医師の協力を得まし

て、現在は戸田小児科医院の戸田先生、山陽クリニックの塩見先生、戸川クリニックの戸川先

生にお世話になっております。このたび、戸田先生のほうから、３月で医院を閉院するとお話

がありました。残られます塩見先生、戸川先生のお二人の先生で健診を担当していただくには

御負担が大きいため、医師会を通じまして、岡山市瀬戸町旭ヶ丘にありますこどもクリニック

えくぼの佐藤先生に御依頼いたしましたところ、承諾が得られましたので、31年度より乳幼児

健診の内科医としてお願いしていますことを御報告いたします。 

 それと済みません。もう１つ、この資料に書いておりませんが、あかいわハートフル太陽で

す。４月からオープンになるんですが、それに先立ちまして、小規模多機能型居宅介護とサー

ビス付き高齢者向け住宅、共同生活援助の入居者の募集を、昨日３月５日から15日までを第１

次募集として、赤磐市民を優先的にということで第１次募集として募集を始めましたことをお

伝えいたします。 

 以上です。 

○委員長（原田素代君） ありがとうございました。 

 何か、今の中で御質問はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） 執行部のほうは、ほかの方からはもうよろしいでしょうか、その他

は。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田素代君） それでは、１点だけ私のほうから、この間、ずっと保育士問題につ

いて、労働環境の改善が求められているんではないかということで、大変心配をしておりまし

た。直原部長のほうには、４月に入って以降に、赤坂、吉井の公設の保育園についての視察は

考えていただきたいというふうに言われておりまして、３月中は人事異動とかいろいろばたば

たするので避けてほしいということでしたので、４月に入ってから赤坂、吉井の公設の保育園

の保育所のほうの視察に行かせていただきたいと思っております。これはまた、皆さんの日程

と受け入れのほうの部長さんとの調整を改めてしますので、次の委員会ぐらいには皆さんの日

程調整をして、進めていただければと思っております。そういう心づもりをお願いしたいと思

っております。 

 その他、委員の皆さんから何かありましたら。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（原田素代君） 大変長い時間お疲れさまでございました。 

 以上をもちまして第３回厚生常任委員会を閉会したいと思います。 

 閉会に当たりまして、倉迫副市長より御挨拶をお願いします。 

○副市長（倉迫 明君） 委員長。 

○委員長（原田素代君） 倉迫副市長。 

○副市長（倉迫 明君） 本日は長時間にわたりまして、慎重なる御審査を賜りましてありが

とうございました。３月定例会の提出案件につきましては、適切なる御審査をいただき、原案

どおり可決をいただきましてありがとうございました。また、事業進捗につきましても、今後

とも適正な執行に努めてまいります。 

 きょうは遅くまで大変お世話になりましてありがとうございました。 

○委員長（原田素代君） それでは、これで閉会とさせていただきます。 

 大変お疲れさまでした。 

              午後５時32分 閉会 

 

 


